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情 報 戦 略 課 情報戦略主査（６）

新 宿 自 治 創 造
研 究 所 担 当 部

税 務 課

副参事（防火防災対策担当）

地 域 振 興 部
地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 課 管理係　コミュニティ係　統計係　住居表示係　調整主査　協働推進主査

コミュニティ主査（２）　住居表示主査

特 別 出 張 所 副所長（１０）　地域主査（１１）

危機管理担当部
危 機 管 理 課 危機管理係　地域防災係　危機管理主査（２）　地域防災主査　　防災センター

副 参 事 （ 地 域 防 災 担 当 ）

副参事（安全・安心対策担当）

新 宿 自 治 創 造 研 究 所 担 当 課 新宿自治創造研究主査

滞 納 対 策 課

人事係　給与福利係　人事主査（４）　服務主査　勤労主査　定数主査（２）　給与福利主査

新 宿 未 来 創 造 財 団 等 担 当 課 長

多 文 化 共 生 推 進 課 多文化共生推進係　しんじゅく多文化共生プラザ

文化観光産業部

○新宿区組織図（令和７年４月１日現在） 

議 会 議 会 事 務 局 次長 調査管理係　議事係　企画調査主査　議事主査（４）　

総 合 政 策 部
企 画 政 策 課 企画政策主査（６）

副 参 事 （ 広 聴 担 当 ）

行 政 管 理 課 行政管理主査（２）

財 政 課 財政主査（５）

区 政 情 報 課 広報係　広聴係　広報主査　情報公開主査　広聴主査

本庁舎対策等担当主査（２）本 庁 舎 対 策 等 担 当 課

副 参 事 （ 特 命 担 当 ）

副参事（本庁舎建設等担当）

区長 副区長

人 材 育 成 等 担 当 課 人材育成係　安全衛生係　安全衛生主査

人 材 育 成 セ ン タ ー

契 約 管 財 課

総 務 課

秘 書 課

施 設 課 営繕計画係　施設保全係　施設第一係　施設第二係　電気設備係　機械設備係　施設主査（７）

総 務 部

人 事 課

副所長

総務係　文書法制係　庁舎管理係　総務主査（５）　平和・総務主査　法務主査　文書法制主査（２）

秘書係

文 化 観 光 課 管理係　文化観光係　文化資源係　調整主査　文化観光主査　文化資源主査　

副参事（にぎわい創出等担当）

(四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・角筈）

戸 籍 住 民 課 調整係　戸籍係　住民記録係　戸籍主査（２）　住民記録主査（３）

生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 課 生涯学習スポーツ係　生涯学習スポーツ主査（４）

勤労者・仕事支援センター担当課長

福 祉 部 地 域 福 祉 課

（福祉事務所）
障 害 者 福 祉 課

新 宿 観 光 振 興 協 会 担 当 課長

産 業 振 興 課 産業振興係　産業振興主査（２）

消 費 生 活 就 労 支 援 課 消費生活就労支援係　消費生活センター　同分館

福祉推進係　事業指導係　相談係　支援係　経理係　事業指導主査　支援主査

※社会福祉法上の福祉事務
所に該当する組織は、下線付
きの部分です。

生 活 福 祉 課 庶務係　相談支援係　生活支援係　医療係　施設援護係
自立支援主査（２）　女性相談主査　相談調整主査　施設援護主査（２）

保 護 担 当 課 生活福祉第一係　生活福祉第二係　生活福祉第三係　生活福祉第四係　生活福祉第五係
査察指導主査（６）

社 会 福 祉 協 議
会 担 当 部 長

地域包括ケア推進係 介護予防係 高齢いきがい係　地域包括ケア推進主査　介護
予防主査　高齢いきがい主査　薬王寺地域ささえあい館　シニア活動館（４）　地域
交流館（１５）

地 域 包 括 ケ ア 推 進 課

高 齢 者 支 援 課 高齢者支援係　高齢者相談第一係　高齢者相談第二係

介 護 保 険 課 推進係　資格係　認定第一係　認定第二係　給付係　推進主査　認定主査　事業者指導主査

参事（企画政策課
長事務取扱）

財産管理係　契約係　検査主査（２）　財産管理主査

福祉計画係　福祉施設係　福祉計画主査　調整主査　法人指導主査　福祉施設主査

滞納対策係　徴収係　徴収主査（７）

税務係  調整係  課税第一係  課税第二係 収納管理係　税務主査
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○新宿区組織図（令和７年４月１日現在） 

管理係　事業係　事業系ごみ減量係　作業係
新宿東清掃センター　歌舞伎町清掃センター　新宿中継・資源センター

子 ど も 家 庭 部

子 ど も 家 庭 課

西 新 宿 子 ど も 園

男 女 共 同 参 画 課 男女共同参画主査　男女共同参画推進センター

保 育 課 運営係　入園・認定係　施設整備係　運営主査　看護主査　入園・認定主査（４）
保育所（１２）　子ども園（７）

保 育 指 導 課 給付係　支援係　給付主査（２）　指導主査（２）
※子ども家庭課育成支
援係と子ども家庭支援課
総合相談第一係・二係は
福祉事務所に該当しま
す。

四 谷 子 ど も 園

あ い じ つ 子 ど も 園

参事（受動喫煙
防止対策担当）

参事(副参事(地域
医療・歯科保健担
当)事務取扱)

副 参 事 ( 児 童 相 談 ・ 支 援 担 当 )

児童相談所移管
準備担当部長

副 参 事 ( 児 童 相 談 所 移 管 準 備 担 当 )

副 参 事 ( 児 童 相 談 所 施 設 整 備 等 担 当 )

健 康 部 副 部 長

健 康 政 策 課

副参事（地域医療・歯科保健担当）

高齢 者医 療担 当課 高齢者医療係　高齢者医療主査（３）

衛 生 課

保 健 予 防 課 予防係　保健相談係　医療指導主査　予防主査　保健相談主査

健 康 づ く り 課 健康づくり推進係　健診係　健康づくり推進主査（２）

副 参 事 （ 健 康 長 寿 担 当 ）

医 療 保 険 年 金 課

健康企画係　公害保健係　地域医療係　健康企画主査（３）　公害保健主査　地域医療主査（２）

管理係　食品保健係　食品監視第一係　食品監視第二係　医薬衛生係　環境衛生係　検査係
管理主査　食品衛生主査（８）　医薬衛生主査（４）　環境衛生主査（４）

副区長

落 合 保 健 セ ン タ ー 業務係　保健サービス係　業務主査

み ど り 土 木 部
土 木 管 理 課 管理係　占用係　用地係　用地主査

道 路 課 計画係　道路設計係　工事調整係　東部工事事務所　西部工事事務所
計画主査（３）　道路設計主査　東部工事主査　西部工事主査

牛 込 保 健 セ ン タ ー

四 谷 保 健 セ ン タ ー 業務係　保健サービス係　業務主査

業務係　保健サービス係　業務主査　保健サービス主査（２）
新宿区

保健所長

東 新 宿 保 健 セ ン タ ー 業務係　保健サービス係

居住支援係　区立住宅管理係　計画主査（２）

会 計 管 理 者 会 計 室 会計管理係　会計審査係　会計企画主査　会計審査主査（２）

新 宿 駅 周 辺 ま ち づ く り 担 当 課 新宿駅周辺まちづくり担当主査（３）

都 市 計 画 部

み ど り 公 園 課 公園管理係  公園計画係  みどりの係  東部公園事務所  西部公園事務所
みどり公園主査　公園計画主査　公園管理主査　西部公園主査

交 通 対 策 課 交通企画係　監察指導係　自転車対策係　交通企画主査　自転車対策主査

環 境 清 掃 部
環 境 対 策 課 環境計画係　脱炭素事業係　公害対策係　温暖化対策主査

ご み 減 量 リ サ イ ク ル 課 ごみ減量計画係　まち美化係

防 災 都 市 づ く り 課 防災都市づくり主査（４）

建 築 指 導 課 管理係　指導係　指導主査（３）

建 築 調 整 課 建築調整主査（４）

都 市 計 画 課 都市計画係　都市施設係　都市計画主査（２）

副参事（西武新宿線立体交差化担当）

景 観 ・ ま ち づ く り 課 景観主査　景観・まちづくり主査（４）

住 宅 課

子ども総合
センター

庶務係　国保資格係　国保給付係　年金係　調整主査　国保資格主査

事業係　総合相談第一係　総合相談第二係　子ども家庭支援センター（４）　事業主査（３）
総合相談主査（１３）

副参事（子ども施策調整担当）

新宿清掃事務所

副 参 事 （ 清 掃 事 業 担 当 ）

副参事（建築物等調査・安全化担当）

副 参 事 （ ま ち づ く り 計 画 担 当 ）

児 童 育 成 担 当 課

管理係　企画係　調整主査　子ども施策調整主査　企画主査（２）

子ども医療・手当係　育成支援係　育成支援主査

子 育 て 支 援 課

子 ど も相 談 支 援 課

管理調整係　発達支援係　子育て支援係　児童館運営係　児童館（１５）  発達支援主査
子育て支援主査　児童育成主査　児童館運営主査（３）

新 宿 駅 周 辺
整 備 担 当 部

新 宿 駅 周 辺 基 盤 整 備 担 当 課 新宿駅周辺基盤整備担当主査（２）
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○新宿区組織図（令和７年４月１日現在） 

監 査 委 員 事 務 局 監査主査（６）

中 央 図 書 館

小学校（２９）　中学校（１０）　特別支援学校（１）　幼稚園（２１）

選挙管理委員会 事 務 局 次長　選挙主査　　

管理係　資料係　利用者サービス係　こども図書館　図書館（９）　区役所内分室　資料主査　利用者サービス主査

教 育 委 員 会

教 育 調 整 課 管理係　企画調整係　管理主査　調整主査　企画調整主査

教 育 指 導 課

教 育 支 援 課 教育活動支援係　地域連携・家庭教育推進係　特別支援教育係　教育センター
統括指導主事　指導主事

教育長 次長

学 校 運 営 課 学校運営支援係　学事係　保健給食係　幼稚園係　教育施設係　運営支援主査
保健給食主査　幼稚園主査　教育施設主査（２）

参事(教育調整課
長事務取扱)

教職員係　指導係　学校ＩＣＴ推進係　主任指導主事　統括指導主事　指導主事（２）
教職員主査　指導主査
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※保健センターは保健所支所としての機
能を有する。

２　健康部の組織及び職員数（令和7年4月1日現在）

参事（副参事（地域医療・歯
科保健担当）事務取扱）

※職員数は常勤職員と再任用職員
（非常勤職員等は含まない。）

※健康政策課では健康企画係が、健康づ
くり課では健康づくり推進係が、保健所
となる。

副参事（健康長寿担当）
(1人)

環境衛生係

牛込保健センター
（23人）

業務係 （11人）

落合保健センター
（20人）

業務係 （10人）

保健サービス係 （10人）

四谷保健センター
（21人）

業務係 （13人）

保健サービス係 （8人）

東新宿保健センター
（23人）

業務係 （12人）

保健サービス係 （11人）

保 健 予 防 課
（32人）

予防係 （17人）

保健相談係 （15人）

保健サービス係 （12人）

参事（受動喫煙防止対策
担当）（兼務）

食品監視第二係 （9人）

新 宿 区 保 健 所
（211人）

食品保健係

国保給付係

（2人）

高 齢 者 医 療 担 当 課
（18人）

（9人）

高齢者医療係 （18人）

衛　　生　　課
（60人）

管理係 （8人）

（5人）

（7人）

（16人）

検査係

国保資格係 （23人）

医薬衛生係 （11人）

年金係 （11人）

食品監視第一係

（13人）

健診係 （10人）

（11人）

（13人）

公害保健係

健康づくり推進係 （18人）

（6人）

地域医療係

※健康部長、健康部副部長、健康部
参事（副参事（地域医療・歯科保健
担当））は、健康政策課健康企画係
に含む。

副参事（地域医療・歯科保健担
当）

健　　康　　部
（310人）

健 康 政 策 課
（26人）

健康企画係

医 療 保 険 年 金 課
（58人）

庶務係

健 康 づ く り 課
（28人）
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　　（５頁から９頁まで記載削除）

　　

　　

3　係長級以上の職員の職氏名(令和7年4月1日現在）
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計 部長・参事
課長・
副参事

係長・主査 主任 係員
再任用
(再掲）

健康政策課 26 3 1 9 9 4 2

健康づくり課 29 2 4 14 9 2

医療保険年金課 58 1 6 16 35 3

高齢者医療担当課 18 1 4 6 7 0

衛生課 60 1 24 25 10 3

保健予防課 32 1 5 10 16 0

牛込保健センター 23 1 5 6 11 2

四谷保健センター 21 1 3 6 11 2

東新宿保健センター 23 1 2 10 10 2

落合保健センター 20 1 3 7 9 1

合　　計 310 3 11 65 109 122 17

※職員数は、常勤職員＋再任用職員

※健康づくり課には、副参事1名含む

※臨時的任用職員は含まない

4  健康部各課職員数（職層別）（令和7年4月1日現在）
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事務系 一般事務 171 17 18 58 18 9 18 9 8 9 7

食品衛生監視 24 23 1

保健衛生監視 27 27

医師 3 1 2

歯科医師 1 1

歯科衛生士 5 1 1 1 1 1

検査技術 1 1

栄養士 7 3 1 1 1 1

保健師 69 5 7 12 12 10 12 11

看護師 2 2

310 26 29 58 18 60 32 23 21 23 20

※職員数は、常勤職員＋再任用職員

※健康づくり課には、副参事1名含む

※臨時的任用職員は含まない
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5  健康部各課職員数（職種別）（令和7年4月1日現在）
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Ⅰ　一般会計

（１）歳出予算

款 項

△ 3.7 ％

△ 3.9 ％

△ 16.1 ％
9.0 ％

21.6 ％
△ 10.8 ％
△ 2.1 ％

33.1 ％
31.3 ％
41.0 ％
50.2 ％

△ 1.7 ％

2.1 ％

％ ％

（２）財源内訳

△ 3.7 ％

14.5 ％

24.2 ％

9.8 ％

26.0 ％

7.0 ％

△ 12.0 ％

※各年度とも補正予算を含まない。

単位：円

単位：円

41,926,000

特定財源

3,962,203,000

国庫支出金

都支出金

そ　の　他

13,596,346,000

特別区債 1,517,000,000 1,204,000,000 313,000,000

一般財源 11,964,631,000 △ 1,631,715,000

2,576,127,000

1,750,318,000 1,636,555,000

2,345,637,000 230,490,000

113,763,000

1,007,438,000

１健康推進総務費

１年金総務費

区の予算額（一般会計）

７健康推進施設建設費
２国民年金費 101,543,000143,161,000

増減率

243,818,000

19,789,976,000

△ 308,00017,980,000
83,563,000

△ 730,644,000

6,193,630,000 901,071,000

令和6年度
(当初予算）

比較増減

41,618,000

10.7

184,498,026,000

1,251,256,000

19,059,332,000

令和7年度
(当初予算）

125,489,000
17,672,000

7,094,701,000

計

188,460,229,000

1,686,855,000

２基礎年金事務費

健康部予算比率

18,916,171,000

143,694,000

10.1

1,284,514,000 402,341,000

816,163,000 833,271,000

２健康推進事業費
３保健所予防費
４保健所衛生費
５公害保健費 △ 17,108,000

382,474,000
161,072,000 △ 17,378,000

2,156,706,000 1,774,232,000

19,059,332,000

6　健康部所管の予算

△ 772,262,000

2,892,076,000 2,652,489,000
△ 1,984,292,000

比較増減
令和7年度
(当初予算）

239,587,000
10,328,501,000 12,312,793,000

１健康推進費

19,789,976,000 △ 730,644,000

６健康推進施設費 892,176,000 670,062,000 222,114,000

増減率

19,688,433,000

科　　目

目

７健康費

令和6年度
(当初予算）
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Ⅱ　国民健康保険特別会計

（１）歳出予算

款 項

△ 2.1 ％

△ 0.3 ％

△ 0.3 ％

△ 0.4 ％

5.6 ％

4.1 ％

0.0 ％

△ 0.7 ％
△ 0.5 ％
△ 0.4 ％
△ 6.5 ％
△ 1.4 ％
△ 100 ％
△ 100 ％
△ 1.9 ％
△ 1.9 ％

8.7 ％
△ 100 ％
△ 100 ％
△ 0.2 ％

0 ％
△ 100 ％
△ 9.3 ％
△ 9.3 ％

4.4 ％
4.4 ％
3.6 ％
3.6 ％

△ 79.7 ％
△ 79.7 ％
△ 4.2 ％
△ 7.3 ％
△ 7.3 ％
△ 100 ％

2.5 ％
2.5 ％

△ 100 ％
5.5 ％
5.5 ％

0.0 ％

0.4 ％

0.4 ％

△ 5.4 ％

△ 5.4 ％

△ 16.0 ％

△ 16.0 ％

△ 16.1 ％

0 ％

0 ％

△ 100 ％

0 ％

0 ％

0 ％
0 ％
0 ％

1,000 0

△ 1,421,000
（退職被保険者等療養給付費） 0 52,000 △ 52,000

（退職被保険者等高額療養費） 0 1,000 △ 1,000

△ 1,000

単位：円

１高額療養費 2,703,515,000 2,756,491,000

1,314,000 1,244,000

8,433,000 8,432,000 1,000

３趣旨普及費 20,418,000 19,614,000

１一般管理費 978,351,000 982,438,000 △ 4,087,000

２運営協議会費 70,000

804,000

４連合会負担金

比較増減

１総務費 1,008,516,000 1,011,728,000 △ 3,212,000

１総務管理費 1,008,516,000 1,011,728,000 △ 3,212,000

△ 161,317,000

増減率

目

歳　出　合　計 38,778,174,000 39,615,462,000 △ 837,288,000

科　　目 令和７年度
(当初予算）

令和６年度
(当初予算）

19,543,980,000

２療養費 281,818,000 301,446,000

２保険給付費 22,374,981,000 22,536,298,000

３審査支払手数料 101,397,000

△ 93,095,000
１療養給付費 19,067,670,000 19,139,663,000 △ 71,993,000

△ 19,628,000

（退職被保険者等療養費） 0 1,000

102,818,000

△ 52,616,000

（退職被保険者等高額介護合算療養費） 0 1,000 △ 1,000

△ 52,976,000
2,708,047,000 2,760,663,000

２高額介護合算療養費

1,000

534,000
534,000

0

535,000
534,000

362,000

３移送費
１移送費

4,532,000 4,170,000

178,000,000

△ 1,000
0

△ 1,000

２高額療養費

４出産育児諸費

１葬祭費
５葬祭費

１療養諸費

23,100,000

161,500,000
23,100,000

（退職被保険者等移送費）

19,450,885,000

１傷病手当金
293,000
293,000

７傷病手当金

161,500,000

980,000
980,000

△ 16,500,000
178,000,000

６結核・精神医療給付金

△ 805,051,000

1,440,000
1,440,000

１出産育児一時金

△ 1,147,000

22,120,000
22,120,000

△ 1,147,000

△ 16,500,000

1,000 △ 1,000

３国民健康保険事業費納付金 14,941,788,000 15,599,215,000 △ 657,427,000
１医療給付費分 10,206,918,000 11,011,969,000

２後期高齢者支援金等分 3,579,432,000 3,491,943,000 87,489,000

１医療給付費分 10,206,918,000 11,011,968,000 △ 805,050,000
（退職被保険者等医療給付費分） 0

１後期高齢者支援金等分 3,579,432,000 3,491,942,000 87,490,000
（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） 0 1,000 △ 1,000

３介護納付金分 1,155,438,000 1,095,303,000 60,135,000
１介護納付金分 1,155,438,000 1,095,303,000 60,135,000

４保健事業費 221,932,000 221,861,000 71,000

１特定健康診査等事業費 207,449,000 206,552,000 897,000

１特定健康診査等事業費 207,449,000 206,552,000 897,000

14,483,000 15,309,000 △ 826,000２保健事業費

５諸支出金

１保健衛生普及費 14,483,000 15,309,000

1,000

80,426,000

１償還金及び還付金

△ 826,000

1,000 1,000 0

80,957,000 96,360,000 △ 15,403,000

80,956,000 96,359,000 △ 15,403,000

95,828,000 △ 15,402,000

（退職被保険者等保険料還付金） 0 △ 1,000

1,000 0

１保険料還付金

529,000 0

１予備費 150,000,000

２還付加算金 529,000

150,000,000

２小切手支払未済償還金 1,000

１小切手支払未済償還金

３償還金 1,000

0
１予備費 150,000,000 150,000,000 0

６予備費 150,000,000 150,000,000 0

30,622,000 29,560,000 1,062,000
１結核・精神医療給付金 30,622,000 29,560,000 1,062,000
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（２）財源内訳

△ 2.1 ％

15.2 ％

△ 50 ％

△ 1.4 ％

△ 0.7 ％

50 ％

△ 31.3 ％

△ 16.1 ％

△ 53.1 ％

※各年度とも補正予算を含まない。

令和７年度
(当初予算）

令和６年度
(当初予算）

比較増減

△ 3,000３    使用料及び手数料 205,000 208,000

22,222,879,000 22,382,301,000 △ 159,422,000４    都　支　出　金

4,616,455,000 6,724,023,000 △ 2,107,568,000６    繰　　　入　　　金

△ 1,000

92,468,000 197,114,000 △ 104,646,000８    諸　　　収　　　入

80,427,000 95,830,000 △ 15,403,000７    繰　　　越　　　金

1,000

38,778,174,000 39,615,462,000

増減率

計

１    国民健康保険料

２    一　部　負　担　金

△ 837,288,000

11,765,736,000 10,215,982,000 1,549,754,000

単位：円

1,000 2,000

５    財　産　収　入 3,000 2,000
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Ⅲ　後期高齢者医療特別会計

（１）歳出予算

款 項

4.3 ％

54.7 ％

54.7 ％

54.7 ％

3.2 ％

3.2 ％

3.2 ％

△ 2.3 ％

△ 2.3 ％

△ 2.3 ％

4.6 ％

4.6 ％

4.7 ％

0 ％

0 ％

0 ％

0 ％

0 ％

（２）財源内訳

4.3 ％

3.0 ％

0 ％

3.8 ％

4.7 ％

89.4 ％

※各年度とも補正予算を含まない。

１保険料還付金 12,084,000 11,545,000 539,000

２還付加算金 149,000 149,000 0

8,531,405,000

△ 4,547,000

10,000,000 0

194,580,000 199,127,000

12,234,000 11,695,000 539,000

8,268,200,000

194,580,000

△ 4,547,000

△ 4,547,000

539,00011,695,000

199,127,000

194,580,000 199,127,000

320,815,000 207,432,000 113,383,000

320,815,000 207,432,000 113,383,000

263,205,000

8,531,405,000 8,268,200,000 263,205,000

8,531,405,000 8,268,200,000

6,000

10,000,000 10,000,000 0

1,000 0

令和６年度
(当初予算）

比較増減
令和７年度
(当初予算）

134,810,000３　繰　　　入　　　金 3,661,856,000 3,527,046,000

151,133,000

9,069,034,000 8,696,454,000

207,432,000

0

372,580,000

5,212,679,000 5,061,546,000

1,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000 0

１広域連合納付金

増減率

計

１　後期高齢者医療保険料

令和７年度
(当初予算）

令和６年度
(当初予算）

比較増減

263,205,000

12,234,000

目

320,815,000

４諸支出金

３後期高齢者支援事業費
１後期高齢者支援事業費

１後期高齢者支援事業費

２広域連合納付金

１広域連合納付金

１償還金及び還付金

113,383,000

増減率

372,580,000歳　出　合　計 9,069,034,000 8,696,454,000

科　　目

１総務費

５　諸　　　収　　　入 182,410,000 96,312,000 86,098,000

５予備費
１予備費

１予備費

２　使用料及び手数料 6,000

単位：円

単位：円

４　繰　　　越　　　金 12,083,000 11,544,000 539,000

１一般管理費

１一般管理費

３償還金
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７ 健康部各課の担当事務 

 
７－１ 健 康 政 策 課 

 
【組織規則】 
  健康企画係 

   (1) 保健所及び保健センターとの調整に関すること。 

   (2) 保健師の保健活動の総合調整に関すること。 

   (3) 部の保健衛生施設の整備に関すること。 

   (4) 健康増進計画等に関すること。 

   (5) 自殺対策に関すること。 

   (6) 急患診療対策に関すること。 

   (7) 元気館に関すること。 

   (8) 部内各課の予算及び決算の総括に関すること。 

   (9) 部内各課の調整に関すること。 

   (10) 部内他課に属しないこと。 

   (11) 課内他係に属しないこと。 

 

  公害保健係 

   (1) 公害健康被害補償の認定及び給付に関すること。 

   (2) 公害健康被害認定審査会に関すること。 

   (3) 公害健康被害診療報酬審査会に関すること。 

   (4) 公害保健事業等に関すること。 

   (5) 大気汚染障害者の認定に関すること。 

   (6) 大気汚染障害者認定審査会に関すること。 

   (7) 石綿健康被害の申請に関すること。 

 

地域医療係 

   (1) 地域保健医療支援体制に関すること。 

   (2) 災害医療体制に関すること。 

   (3) 在宅医療の支援に関すること。 

   

 

 

 

【保健所処務規程】 
  健康企画係 

   (1) 地域保健に係る企画及び調整に関すること。 

   (2) 地域保健に係る調査、研究及び統計に関すること。 

   (3) 保健医療に係る情報収集、分析及び活用に関すること。 

   (4) 人口動態統計その他衛生上の統計に係る調査に関すること。 

   (5) 所内各課の調整に関すること。 

   (6) 所内他課に属しないこと。 
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１ 保健情報システム機器賃借料等 （予算額２５，３１５千円） 
 

  各種健診・健康相談・予防接種等の保健情報を管理する健康管理システム並びに公害健康被害

補償制度に係る認定・給付情報を管理する公害補償システムについて、適正かつ効率的な事業の

運用と住民サービス向上を情報面で支援するため、管理運営を行う。 

  保健情報システム（対人系）については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律等

により、令和７年１月に標準準拠システム（健康管理システム）へ移行した。 

 

 (1) 健康管理システム 

 (2) 公害補償システム 
 

 

２ 衛生関係統計調査（統計法に基づき実施する各種の統計調査） 
 

 (1) 人口動態調査（基幹統計・全数調査）（予算額４９千円） 
   毎月発生している出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出から人口動態事象を数理的に把握

し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得る。 

 

 (2) 国民生活基礎調査（基幹統計・標本調査）（予算額７６５千円） 
国民の保健、医療、福祉、年金等、国民生活の基礎的事項を世帯面から把握し、厚生労働行

政施策の基礎資料を得る。 

   ※大規模調査(3年毎に実施) …世帯、健康、介護(所得、貯蓄は東京都福祉局で実施） 

   ※小規模調査(大規模調査の中間年に実施)… 世帯（所得は東京都福祉局で実施） 

 

【実績・規模】 

令和４年度 （大規模調査） 調査地区 5地区 

令和５年度 （小規模調査） 調査地区 4地区 

令和６年度 （小規模調査） 調査地区 2地区 

 

 (3) 社会保障・人口問題基本調査（一般統計・標本調査）（予算額２３１千円） 

世帯変動の実態と要因を明らかにし、行政施策の企画立案及び世帯の将来推計の基礎資料

を得る。５つのテーマを５年周期で行う。 

 

【実績・規模】 

令和４年度「全国家庭動向調査」 

     「生活と支えあいに関する調査」 

調査地区 1地区 

調査地区 1地区 

令和５年度「人口移動調査」 調査地区 4地区 

令和６年度「世帯動態調査」 該当地区なし 

 

 (4) その他衛生統計調査等 

（健康政策課）地域保健・健康増進事業報告 ほか（予算額３４千円） 

 （健康づくり課）国民健康・栄養調査 ほか 

 （衛生課）衛生行政報告例、医療施設(動態)調査、患者調査 ほか 
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３ 自殺総合対策 （予算額１２，３３６千円） 
  令和 5年 3月に「第 2期新宿区自殺対策計画」を策定し、第１期に引き続き「誰も自殺に追い

込まれることのない社会の実現」を目指し、普及啓発、人材育成、地域・関係機関との連携強化

等、全庁を挙げて自殺対策に総合的に取り組んでいる。 

若者・女性の自殺者数が多い現状を踏まえ、新宿区自殺総合対策会議の部会として「若者・女

性支援検討部会」を設置し、情報共有や施策に係る検討等を行うとともに、「自殺対応の専門家に

よる職員向け支援事業」を実施し、相談体制の強化を図る。 

 

【実績】 

令和 4年度 ・自殺総合対策会議：年 1回開催  

・自殺総合対策会議 計画検討部会：年４回開催 

・相談窓口自動案内（新宿ソウダンナビ）トップページアクセス数：

11,137名、サイト上の行動者数：2,006名（外部サイト移動：1,498名、

電話クリック 508名） 

・ハイリスク者へのインターネットゲートキーパー事業（メール相談）：

トップページアクセス数：5,817名、新規受付数 108名(うち、Youtube

広告からの新規受付数 6名)、相談者数 65名(うち、Youtube広告からの

新規相談者数 2名) 

・自殺対策に関わる保健師等の専門職員向け研修（オンライン開催）：参

加者数 141名 

・ゲートキーパー養成講座動画配信（区民向け） 

・職員向け自殺防止対策相談窓口対応ハンドブックの改訂・配布：800部 

・若者向け相談窓口周知用チラシの作成・配布：6,000部（うち、1,000

部はポケットティッシュに封入） 

令和 5年度 ・自殺総合対策会議：年 1回開催  

・若者・女性支援検討部会：年 2回開催 

・相談窓口自動案内（新宿ソウダンナビ）トップページアクセス数：

9,890名、サイト上の行動者数：1,647名（外部サイト移動：1,232名、

電話クリック 415名） 

・ハイリスク者へのインターネットゲートキーパー事業（メール相談）：

トップページアクセス数：8,775名、新規受付数 157名、相談者数 85名

(新規受付数、相談者数ともに Youtube広告からの実績なし) 

・自殺対策に関わる保健師等の専門職員向け研修（オンライン開催）：参

加者数 89名 

・自殺対応の専門家による職員向け支援事業：相談者数 12件（保健セン

ター9、高齢者総合相談センター2、健康政策課 1）支援回数（累計）44

回 

・ゲートキーパー養成講座動画配信（区民向け） 

・遺族支援リーフレットの作成・配布：5,000部 

・若者向け相談窓口周知用チラシの作成・配布：6,000部（うち、1,000

部はポケットティッシュに封入） 

令和 6年度 ・自殺総合対策会議：年 1回開催  

・若者・女性支援検討部会：年 2回開催 

・相談窓口自動案内（新宿ソウダンナビ）トップページアクセス数：

16,263名、サイト上の行動者数：2,569名（外部サイト移動：1,981名、
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電話クリック 588名） 

・ハイリスク者へのインターネットゲートキーパー事業（メール相談）：

トップページアクセス数：9,195名、新規受付数 154名、相談者数 83名

(新規受付数、相談者数ともに Youtube広告からの実績なし) 

・自殺対策に関わる保健師等の専門職員向け研修（オンライン開催）：参

加者数 69名 

・自殺対応の専門家による職員向け支援事業：相談者数 9名（保健セン

ター4、子ども家庭支援課 3、高齢者総合相談センター1、健康政策課 1）

支援回数（累計）45回 

・ゲートキーパー養成講座動画配信（区民向け） 

・職員向け自殺防止対策相談窓口対応ハンドブックの改訂・配布：800部 

・若者向け相談窓口周知用チラシ及びポスターの作成・配布：チラシ

6,000部（うち、1,000部はポケットティッシュに封入）、ポスター300部 

・自殺対策パネル展「はなしかにはなそう！～ささえるだれかがいる～」 

共催：一般社団法人林家こん平事務所 

 

 

４ 健康づくり行動計画（がん対策・食育推進計画）の推進  

（予算額３０８千円） 
  

 (1) 新宿区健康づくり行動計画推進協議会の開催（委員数 10人、開催回数全 2回予定） 

   令和 5年度に策定した「第 5期新宿区健康づくり行動計画（令和 6年度～令和 11年度）」の

進捗状況や達成度を評価するとともに、区民の健康づくりや計画の推進に対する幅広い意見を

聴くため、学識経験者、関連団体から推薦を受けた者及び区民等で構成する「新宿区健康づく

り行動計画推進協議会」を開催する。 

 

 (2) 新宿区健康づくり庁内推進会議の開催（委員数 13人、幹事 27人、開催回数は委員会、

幹事会とも 2回予定） 

 区における健康づくりについて、庁内全体で連携し、総合的な施策の推進を図るため、副

区長を会長とする「新宿区健康づくり庁内推進会議」を開催する。 

 

 

 ５ 元気館の運営 （予算額５４７，５４２千円 うち設備整備５０５，６４２千円） 
     

区民の健康保持とその増進を図るため、運動習慣の定着を目的とする健康増進事業及び地域

における健康づくり活動の支援（会議室・体育館等の施設貸出）を行う。 

   なお、令和６年４月から８年３月（予定）まで、大規模修繕工事のため休館。 

 

   【所 在 地】新宿区戸山三丁目 18番 1号 

   【開館時間】午前 9時から午後 9時まで 

   【休 館 日】毎月第 2月曜日（休日の場合は翌日）・年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 

 

 

 

 

 

【元気館の利用状況】 

年 度 
健康増進事業プログラム 

利用者延人数 

施設貸出事業利用 

延団体数 

令和４年度 延べ４１，７９０人 延べ２，１８５件 

令和５年度 延べ４５，３２５人 延べ２，６７８件 

令和６年度 休館 休館 

※令和３年４月から５年１１月まで新型コロナワクチン集団接種会場として、体育館、大会議室、

サークル室を使用 19



 

 

６ 急患診療事業  

 休日等の医療機関休診時に発生する急病に対応し、区民の健康保持を図るため、休日診療所

の開設や急患電話相談等の事業を行う。 

 

(1) 休日診療 （予算額７５，６８３千円） 

  休日（日曜日・祝日・年末年始）の昼間（午前 9時～午後 5時）における急患の医療を確保

するため、新宿区医師会区民健康センターに休日診療所の開設を委託し、内科・小児科の診

療を行う。同時に、休日急患に関する電話問い合わせに対し、医療機関や休日歯科当番医の

紹介や、必要に応じて急患の処置相談を行う。 

  また、新宿区薬剤師会会営センター薬局に休日の開設を委託し、調剤薬局を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 休日歯科診療 （予算額１８，９１３千円） 

  休日（日曜日・祝日・年末年始）の昼間（午前 9時～午後 5時）の歯科の急患に対応するた

め、区内 2地区・2か所に輪番医を定め、歯科急患の診療を行う。 

 

 

 

 

 

  

 

(3) 休日夜間診療 （予算額２４，１８０千円） 

  休日（日曜日・祝日・年末年始）及び土曜日の夜間（午後 5時～午後 10時）における急患

に対応するため、新宿区医師会区民健康センターに診療所の開設を委託し、内科・小児科の診

療を行うとともに、電話による処置相談や医療機関の紹介を行う。 

  また、新宿区薬剤師会会営センター薬局に休日夜間の開設を委託し、調剤薬局を確保する。 

 

【実績】 

年 度 診療（件数） 
電話相談 

（件数） 
調剤（件数） 

令和 4年度 １５３件 ８６０件 １７９件 

令和 5年度 ４６４件 １，１５５件 ４５８件 

令和 6年度 ４８７件 １，０４８件 ５００件 

【休日診療実績】 

年 度 診療（件数） 調剤（件数） 

令和 4年度 １，７４２件 １，６１０件 

令和 5年度 ２，８１４件 ２，５８９件 

令和 6年度 ２，４２８件 ２，２４７件 

【電話案内・相談実績】 

年 度 医科（件数） 歯科（件数） 

令和 4年度 ２，７６９件 ２２件 

令和 5年度 ４，０１５件 ９件 

令和 6年度 ３，４４９件 １７件 

【実績】 

年 度 件 数 

令和 4年度 ３２７件 

令和 5年度 ３３２件 

令和 6年度 ３０３件 
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(4) 小児夜間診療 （予算額３３，６９４千円） 

  毎日夜間（月～金曜日：午後 7時～午後 10時、土曜・日曜・祝日・年末年始：午後 6時～

午後 10時）における入院を要しない程度の小児科急患に対応するため、国立国際医療センタ

ー内に「しんじゅく夜間こども診療室」の開設を委託し、小児科診療を行う。 

 

 

 

 

   

   ※令和 4年 8月から、日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）の夜間診療開始。 

 

 

７ 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等  
  (1) 補償給付（予算額７７９，４３８千円） 

  給付の種類：療養の給付及び療養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、療養手当、

葬祭料 

 

 

 

 

 

 

 (2) 公害健康被害認定審査会の運営（予算額２，１２０千円） 

  被認定者の認定更新及び障害等級の見直し等補償給付に係る調査及び審議を行う。 

     【委員数】  10人 

【開催回数】 12回 

 

 (3) 公害健康被害診療報酬審査会の運営(予算額１，５５６千円) 

  療養の給付及び療養費の診療報酬内容について審査を行う。 

     【委員数】  7人 

【開催回数】 12回 

 

 (4) 医学的検査委託（予算額９，８１８千円) 

  認定更新や障害等級の見直し者に対し、認定及び障害等級の審査資料とするため、胸部Ｘ線

検査・肺機能検査を委託により実施する。 

  また、遠隔地居住者や身体的理由により、委託先での検査が不可能な認定患者については、

委託先以外の医療機関に検査依頼を行う。 

  （委託先：東京女子医科大学病院、慶応義塾大学病院） 

【委託件数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ４２７件 

令和５年度 ５６９件 

令和６年度 ５６２件 

 

 

【実績】  

年 度 件 数 

令和 4年度 ８２７件 

令和 5年度 １，１７７件 

令和 6年度 ９６９件 

【給付件数】 

年 度 件 数 

令和４年度 １６，４９６件 

令和５年度 １５，９９４件 

令和６年度 １５，５５４件 
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 (5) 公害保健福祉事業（予算額４，５１１千円) 

  公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者の健康の回復、保持及び増進を図る

ための事業を行う。 

 

   ① 空気清浄機等購入費補助金交付及び貸与 

   公害認定特級又は 1級で、在宅療養中の患者に空気清浄機を貸与する。また、公害認定

２級の患者が空気清浄機、２級以上の患者が吸入器（ネブライザー）を購入する際に補助

金を交付して負担を軽減することにより、健康回復の一助とする。 

 

 

 

 

 

 

 ② 家庭療養指導事業 

   保健師が訪問等を実施し、家庭における療養について指導する。 

 

 

 

 

 

 

 ③ インフルエンザ予防接種費用助成事業 

  インフルエンザ予防接種費用の自己負担分の費用全額の助成を行う。 

 

 

 

 

 

 

  (6) 環境保健事業（予算額３，９８０千円) 

気管支ぜん息及び慢性閉塞性肺疾患の予防並びに当該疾患の患者に係る健康回復、保持

及び増進を図るための事業を行う。 

 

①  健康相談事業 

   ア 呼吸器講演会及びアレルギー講演会 

   気管支ぜん息の患者等に対し、医師、理学療法士等による疾病に関する知識の普及及び

呼吸リハビリテーション等の講習を行う。ぜん息予防を目的としたアレルギーに関する講

座を行う。 

 

 

 

 

 

 

【購入助成件数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ０件 

令和５年度 ０件 

令和６年度 ０件 

【相談件数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ４８８件 

令和５年度 ３５３件 

令和６年度   ３４８件 

【請求者数】 

年 度 件 数 

令和４年度 １９５件（助成率 26.8%） 

令和５年度 ２２０件（助成率 30.5%） 

令和６年度 １９９件（助成率 29.0%） 

【実績】 

年 度 
呼吸器講演会 アレルギー講演会 

開催回数 参加者数 開催回数 参加者数 

令和４年度 中止  ４回 ７３人 

令和５年度 １回 ２６人 ６回 １２２人 

令和６年度 １回 ３２人 ８回 １６０人 
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   イ 呼吸器健康相談及びぜん息予防アレルギー相談 

     慢性閉塞性肺疾患及びアレルギー患者（15歳未満）に関する相談及び指導を行う。 

       【実績】 

年 度 
呼吸器健康相談 ぜん息予防アレルギー相談 

開催回数 人数 開催回数 人数 

令和４年度 中止  ２回 ２組４名 

令和５年度 ４回 １８人 １回 ５組１０名 

令和６年度 ４回 １８人 １回 ２組４名 

 

② ぜん息デイキャンプ事業  

   気管支ぜん息等の患者とその保護者を対象として、当該疾患に関する自己管理方法や療養生 

  活上の指導等を行う。 

【実績】 

年 度 参加者数 

令和４年度 中止 

令和５年度 ５組１０名 

令和６年度 ２組４名 

   

③ 水泳訓練事業 

 気管支ぜん息等の児童に水泳訓練を実施する。 

      【対  象】小学１年生～小学３年生（定員３０人） 

【実施場所】区立コズミックスポーツセンター 

 

 

 

 

 

 

 

８ 大気汚染障害者認定審査会の運営 (予算額２，２４７千円) 
大気汚染障害者の認定に係る調査・審議を行う。 

    【委員数】  9人 

     【開催回数】 12回 

 

 

９ 石綿（アスベスト）健康被害の申請  
石綿（アスベスト）の影響による健康被害を受けた者及びその遺族で、労災保険法などで補

償されない者に医療費等を国が給付する。その認定申請等の受付を行う。 

 

 

 

 

 

 

【実績】 

年 度 参加者数 

令和４年度 中止 

令和５年度 １３８名 

令和６年度 １２４名 
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１０ 地域保健医療支援体制の推進  
  

(1) 緊急一時入院病床の確保（予算額１８，３９８千円）   

在宅療養者の病状が悪化し、かかりつけ医が入院を必要と診断した場合、緊急一時的に 

入院できるように区内の病院に病床を確保し、安定した在宅療養生活を確保する。 

【病床確保数】 

JCHO東京新宿メディカルセンター １ 床 

JCHO東京山手メディカルセンター １ 床 

東京都立大久保病院 １ 床 

 

【実績】 

令和４年度（年間利用延日数） ６８５日（利用率 62.6％） 

令和５年度（年間利用延日数） １，０４９日（利用率 95.5％） 

令和６年度（年間利用延日数） ５１０日（利用率 46.6％） 

 

 (2) 地域保健医療体制整備協議会の運営（予算額９８１千円） 

地域保健医療及び保健衛生並びに福祉施策との連携に関する課題を協議し、区の保健医療

体制の充実につなげるため、設置する。 

  

 
委員数 開催予定 

開催実績 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

地域保健医療体制

整備協議会 
２４人 年２回 １回 １回 １回 

在宅療養専門部会 １８人 年２回 １回 ２回 ２回 

 

 (3) かかりつけ医機能の推進（予算額１，３２６千円） 

    地域におけるかかりつけ医機能を推進するため、ネットワーク会議、かかりつけ医名簿の作

成等を新宿区医師会に委託して実施する。 

 

(4) 在宅療養支援の推進（予算額２１，８２１千円） 

区民が安心して在宅療養ができるよう、在宅医療体制や医療と介護の連携を推進し、在宅療

養体制を強化する。具体的には、各種相談窓口の充実を図ることや、地域学習会を通して在宅

療養や ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の必要性について普及啓発等を行う。 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

地域リハビリテー

ション事業 

地域リハビリテーション

連携検討会 

1回開催 

（オンライン開催） 

地域リハビリテーション

連携検討会 

2回開催 

（オンライン開催） 

地域リハビリテーション

連携検討会 

2回開催 

（オンライン開催） 

病院職員実習研修 

 

①看護師:6人 

②理学療法士 2人、医療ソ

ーシャルワーカー1人 

①看護師:11人 

②理学療法士 2人、作業療

法士 1人、医療ソーシャル

ワーカー1人 

① 看護師:9人 

②精神保健福祉士 1人、

医療ソーシャルワーカー2

人 

訪問看護ステーシ

ョン連携促進 

①新宿区内訪問看護 

ステーション連絡会 

①新宿区内訪問看護 

ステーション連絡会 

① 新宿区内訪問看護 

ステーション連絡会 
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6回開催 

（オンライン開催） 

②研修会 

1回開催 参加者 34人  

6回開催 

（オンライン開催 5回、

対面開催 1回） 

②研修会 

1回開催 参加者 32人 

 

6回開催 

（オンライン開催 4回、 

対面開催 2回） 

② 研修会 

1回開催 参加者 35人 

がん患者・家族のた

めの支援講座 

2回開催 

参加者 9人 

2回開催 

参加者 16人 

２回開催 

参加者 17人 

在宅療養地域学習

会 

①地域学習会等 12回 

 参加者 233人 

②その他（広報等への掲載 

 3回） 問合せ：23件 

① 地域学習会 5回 

参加者 50人 

② その他（広報等への掲

載 11回） 

① 地域学習会 6回 

参加者 100人 

② その他（広報等への掲

載 8回） 

在宅医療相談窓口 相談者数 351件 

（相談者数 203人） 

相談件数 308件 

（相談者数 166件） 

相談件数 378件 

（相談者数 152人） 

在宅人工呼吸器使

用者災害時支援事

業 

計画作成数：3人（新規） 

      22人（更新） 

評価会：1回 

 オンライン開催 

 参加者 22人 

講演会：1回 

オンライン開催 

参加者 80人 

災害時支援給付（新規） 

申請者：20人 

発電機給付 ：1台 

蓄電池等給付：13台 

吸引器給付 ：15台 

計画作成数：2人（新規） 

      26人（更新） 

評価会：1回（対面開催） 

 参加者 24人 

講演会：1回（対面開催） 

参加者 44人 

災害時支援給付 

申請者：1人 

蓄電池等給付：1台 

吸引器給付 ：1台 

計画作成数：3人（新規） 

      21人（更新） 

評価会：1回（対面開催） 

    参加者 20人 

講演会：1回（対面開催） 

    参加者 31人 

災害時支援給付 

申請者：7人 

蓄電池等給付：4台 

吸引器給付 ：4台 

在宅医療体制の推

進 

在宅医療検討会１回 

（オンライン開催） 

ICTを活用した連携推進へ

の補助 

在宅医療検討会 3回 

（オンライン開催） 

ICTを活用した連携推進へ

の補助 

在宅医療検討会 3回 

（オンライン開催） 

ICTを活用した連携推進へ

の補助 

在宅歯科医療の推

進 

（２歯科医師会） 

在宅歯科相談窓口 

相談件数 44件 

連携会議 2回・研修会 1

回（オンライン開催） 

在宅歯科相談窓口 

相談件数 26件 

連携会議 2回・研修会 1

回（オンライン開催） 

在宅歯科相談窓口 

相談件数 18件 

三師会等合同連絡会参加 

2回 

薬剤師の在宅医療

への連携強化 

連携会議 2回・研修会 2

回開催（オンライン開

催） 

連携会議 2回・研修会 2

回開催（オンライン開

催） 

三師会等合同連絡会参加 

2回 

研修会 2回開催（オンラ

イン開催） 

看護小規模多機能

型居宅介護実習研

修 

新型コロナウイルス感染

症の影響により応募なし 

修了者 3人 修了者 2人 

多職種連携研修会 研修会 12回開催 

（オンライン開催） 

参加者延数 371人 

研修会 12回開催 

（オンライン開催） 

参加者延数 435人 

研修会 12回開催 

（オンライン開催） 

参加者延数 455人 
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がん療養相談窓口 

 

相談件数 106件 

（相談者数 47人） 

相談件数 104件 

（相談者数 46人） 

相談件数 120件 

（相談者数 39人） 

在宅療養シンポジ

ウム 
1回開催（オンライン開催） 

参加者 115人 

 

 

 

1回開催（ハイブリッド開

催） 

会場：戸山生涯学習館 

図書館と共同開催 

参加者 87人 

図書館掲示 7か所 

１回開催（対面開催） 

会場：東京女子医科大学病

院弥生記念講堂、戸山生涯

学習館 

参加者 108人 

図書館掲示 4か所 

 

１１ 地域介護予防活動支援事業  
 

(1) 新宿ごっくん体操の普及啓発（予算額５８７千円） 
※介護保険特別会計より執行委任 

   食べる機能の維持向上を目的とした「新宿ごっくん体操」の歌と体操の普及啓発を行う。 

   また、新宿区オリジナル「新宿 3つの体操・トレーニング」の一つとしても周知を行う。 

 

【実績】  

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ごっくん体操の 

普及啓発 

①ごっくん体操普及啓

発 3回：参加者 89人 

②その他学習会内で周

知 9 回：参加者 144

人 

 

 

① ごっくん体操普及啓

発 2回：参加者 40人 

② その他学習会内で周

知 8回：参加者 94人 

③ 3つの体操・トレーニ

ング関連啓発 8 回：

参加者 342人 

① ごっくん体操普及啓

発 3回：参加者 77人 

② その他学習会内で周

知 5回：参加者 80人 

③ 3つの体操・トレーニ

ング関連啓発 6 回：

参加者 390人 

 

１２ 在宅医療・介護連携の推進  

 
(1) 在宅医療・介護連携推進事業（予算額５，０６６千円） 

※介護保険特別会計より執行委任 

医療と介護の資源リスト（区民用マップ）を作成する。また、「さがせーる新宿（新宿区医

療・介護・通いの場情報検索サイト）」の更新を行い、区民や関係者に情報発信を行う。 

さらに、医療と介護の相互理解や連携を図るため、在宅医療と介護の交流会を実施する。 

 

    令和４年度 令和５年度 令和６年度 

在宅医療・介護資源

のリスト（マップ）の

作成 

介護支援マップ作成 

区民用：3,000部 

支援機関用「さがせー

る新宿」へ移行 

介護支援マップ作成 

区民用：4,000部 

支援機関用「さがせー

る新宿」に掲載 

介護支援マップ作成 

区民用：4,000部 

支援機関用「さがせー

る新宿」に掲載 

在宅医療と介護の交

流会 

1回 

「新宿区介護サービ

ス事業者協議会研修

会」とオンラインで共

同開催 

参加者：157人 

1回 

「新宿区介護サービ

ス事業者協議会研修

会」と共同開催 

参加者：75人 

 

1回 

「新宿区介護サービス

事業者協議会研修会」

と共同開催 

参加者：125人 
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１３ 災害時の医療救護体制の整備 （予算額３５，８８３千円） 
 東京都地域防災計画、新宿区地域防災計画を踏まえ、災害時における医療救護体制の整備を

推進する。 

■医療救護所の運営体制の整備 

■初動医療体制の構築(令和 7年 12月～) 

緊急医療救護所(8か所※)の設置に伴う整備(協定・覚書の締結等) 

※東京医科大学病院、慶應義塾大学病院、東京女子医科大学病院、東京都立大久保病院、 

国立国際医療センター、JCHO東京山手メディカルセンター、JCHO東京新宿メディカル 

センター、聖母病院 

■関係機関との情報連絡体制の構築 

■医薬品・医療資器材の整備 

 

【災害医療救護訓練の実績】 

令和４年度 ①医療救護所 10か所で実施 

参加者 412人（見学者含む） 

②災害医療救護支援センター訓練 1回 

参加者 10人 

令和５年度 ①医療救護所 10か所で実施 

 参加者 622人（見学者含む） 

②災害医療救護支援センター訓練 １回 

参加者 19人（見学者含む） 

令和６年度 ①医療救護所 10か所で実施 

 参加者 858人（見学者含む） 

②災害医療救護支援センター訓練 1回 

 参加者 15人（見学者含む） 

  

 ※災害医療救護支援センター：地震等の大規模な災害が発生した場合に、医療救護所等の医療救

護活動を支援する拠点となる。東新宿保健センター・新宿区医師会合築建物の地下 1 階から

2階に設置。 

 

 

１４ 検査体制の充実（新型コロナウイルス検査推進事業） 
※令和 5年度 9月で事業終了 

感染が継続する中、区では積極的にＰＣＲ検査を実施することにより速やかに感染者を把握

し、クラスター化など更なる感染拡大を防止するため、新宿区医師会に区内医療機関での検査

拡充の取組を委託した。また、検査の実施により区の感染拡大防止対策に協力した各医療機関

へ協力金を交付した。 

【実績】 

令和４年度 １１０，０３０件（３，０００円／件） 

令和５年度 ５８，１８０件（３，０００円／件） 
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１５ がん患者のウイッグ購入費等助成 （予算額２４，８１８千円） 
がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化の悩みを抱えている患者が、自分らしく生活で

きるよう、ウイッグなどの購入やレンタル等に係る費用の一部を助成することで療養生活を支

援する。（令和６年４月２２日申請受付開始・令和７年度から対象品目等一部拡充） 

   

対象品目 
助成額 

（上限額） 

令和６年度 

実績 

ウイッグ、毛付き帽子 
１００千円 

／回 

219件  

人工乳房、補整下着 24件  

弾性着衣、眉毛ケア用品 3件  

エピテーゼ（目、鼻等） 
２００千円 

／回 
0件  

 

 

１６ 若年がん患者の在宅療養支援 （予算額２，６１５千円） 
がんで療養する４０歳未満の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができる

ように、在宅介護サービス、福祉用具貸与などの在宅療養にかかる費用の一部を助成する。（令

和７年度新規事業） 
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７－２ 健 康 づ く り 課 

 
【組織規則】 

健康づくり推進係 

   (1) 健康増進事業（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (2) 母子保健（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (3) 歯科保健（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (4) 栄養（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (5) 課内他係に属しないこと。 

 

  健診係 

   (1) 成人健康診査（保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (2) がん検診に関すること。 

   (3) がんの予防に関すること。 

 

 

【保健所処務規程】 
健康づくり推進係 

   (1) 健康増進事業に関すること。 

   (2) 母子保健に関すること。 

   (3) 歯科保健に関すること。 

   (4) 栄養の改善に関すること。 
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１ 生活習慣病予防  
 

(1) 健康手帳の交付 
   自らの健康管理（診査結果の記録等）と適切な医療確保（保健事業、施設の紹介等）に資す

ることを目的とし、厚生労働省のホームページからダウンロードできる健康手帳について、区

のホームページ等を活用し、周知する。 

         

 (2) 健康診査（予算額６０７，６６５千円） 
 

① 成人健康診査（予算額５８１，９５１千円） 

      平成 20 年度より医療保険者に義務付けられた特定健康診査を含めた、一体的な健康診

査を実施し、総合的に区民の健康の保持・増進を図る。 

      【対  象】16歳以上の区民 

  【実施場所】指定医療機関 

【期  間】5月～翌年 3月 

 

 

 

 

 

 

   ② 歯科健康診査（予算額２５，７１４千円） 

      若年期からの歯周疾患の早期発見、治療勧奨による歯の喪失予防及び口腔機能の維持・

向上のため、歯科医療機関において歯科健診を行う。 

なお、令和 3 年度から 76 歳以上には後期高齢者歯科健康診査を行い、嚥下機能及び咀

嚼機能も評価している。また、令和 5年度から対象者を 16歳以上に拡充した。 

     【対  象】16歳以上の区民 

     【実施場所】指定医療機関 

     【期  間】6月～12月 

 

 

 

 
 

 

(3) がん検診（予算額７９０，４３９千円） 
   生活習慣病予防対策の一環として各種がん検診を行う。 

 

【実施場所】指定医療機関 

   【期  間】５月～翌年３月 

  

①  胃がん検診 
 

 

 

     

 
     ※胃部エックス線検査は４０歳以上、胃内視鏡検査は５０歳以上が対象 

 

 

【受診者数】 

令和４年度 ２９，５３０人 

令和５年度 ２８，３４４人 

令和６年度 ２１，６３７人 

【受診者数】 

令和４年度 ３，２１３人 

令和５年度 ３，１１２人 

令和６年度 ２，８７９人 

対 象 40歳以上の区民※ 

受診者数 

令和 4年度 １０，２７２人 

令和 5年度 １０，４０４人 

令和６年度 ６，４４４人 

 

（令和 7年 1月末現在） 

 

（うち後期高齢者歯科健康診査 854 人） 

（うち後期高齢者歯科健康診査 876 人） 

（うち後期高齢者歯科健康診査 919 人） 

（令和7年1月末現在） 
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  ② 子宮頸がん検診 

 

 

    

 
  

 

③  大腸がん検診 
 

 

 

 

 

 

④  肺がん検診 
 

 

 

 

   

 

⑤  乳がん検診 
 

 

 

 

 

 

⑥  前立腺がん検診 

 

 

 

      

 

 

 (4) 糖尿病予防対策の推進 
   区民が糖尿病を発症しやすい生活習慣について理解し、健康的な生活を送ることができる

よう、正しい知識の普及啓発を図る。また、糖尿病の未治療者に対し受診の勧奨を行う。 

 

① 糖尿病重症化予防事業 

   国民健康保険特別会計に予算計上のため、「7-3医療保険年金課 6保健事業（P46）」へ掲載。 

 

② 糖尿病予防の普及啓発（予算額２，８６７千円） 

ア 糖尿病講演会、糖尿病予防啓発イベントの開催等を通じた普及啓発 

※一部を保健センターへ執行委任 

 

糖尿病講演会、糖尿病予防啓発イベントや区内で開催されている各種イベントに糖尿病予

防に関するブースを出展するなど、様々な機会をとらえて普及啓発を図る。 

さらに、そうした機会に健康チェック（簡易検査）を行い、健診を受ける動機付けや糖尿

病リスクの早期発見につなげる。 

対 象 20歳以上の偶数年齢の女性区民 

受診者数 

令和 4年度  ９，２９７人 

令和 5年度 ９，００７人 

令和６年度 ６，３０９人 

対 象 40歳以上の区民 

受診者数 

令和 4年度 ２０，６９１人 

令和 5年度 ２０，３０７人 

令和６年度 １３，５４３人 

対 象 40歳以上の区民 

受診者数 

令和 4年度 ２０，３０３人 

令和 5年度 １９，２６２人 

令和６年度 １２，４０８人 

対 象 40歳以上の偶数年齢の女性区民 

受診者数 

令和 4年度 ６，８９６人 

令和 5年度 ６，６４０人 

令和６年度 ４，９０５人 

対 象 50歳以上の男性区民 

受診者数 

令和 4年度 ５，８９７人 

令和 5年度 ６，１２１人 

令和 6年度 ４，９１３人 

（令和7年1月末現在） 

（令和7年1月末現在） 

（令和7年1月末現在） 

（令和7年1月末現在） 

（令和7年1月末現在） 

31



 

 

 

 

 

 

 

 

イ 糖尿病を発症しやすい生活習慣になりがちな対象者への正しい知識の普及啓発 

糖尿病を発症しやすい生活習慣になりがちな対象者向けに、こうした生活習慣への改善策

にポイントを絞った分かりやすい普及啓発媒体を作成し、配布する。 

 

２ 母子保健  
 

 (1) 妊婦健康診査等（予算額２３１，８２７千円） 
  

  ① 妊婦健康診査 

    妊産婦及び乳児の死亡率の低下、流産及び早産の防止並びに子宮内胎児発育遅延等の予防

のため、妊婦健康診査受診票等を交付し、委託医療機関で行う妊婦健診に係る費用の一部を

公費負担により助成する。 

 

                 
 

   

 

 

② 妊産婦・乳幼児保健指導 

    生活保護世帯・区民税非課税世帯に属する妊産婦及び乳幼児に対して、委託医療機関にお 

いて必要な保健指導を無料で受けられるよう、保健指導票を交付する。 
 

 

 

 

 

 

 (2) すくすく赤ちゃん訪問（予算額２２，２７２千円） 
    新生児を含む生後 4か月までの乳児がいる全家庭を訪問し、発育・栄養・生活環境・育児に

ついて助産師、看護師、保健師が必要な指導を行うとともに、育児等の相談を受ける。さらに、

子育て支援に関する情報提供を行うとともに、育児不安の解消及び産後うつの早期発見、虐待

の予防につなげる。 

 

       

 

 

 

 

 (3) 乳幼児健康診査（予算額４０，０６５千円） 

 
    ① 乳幼児健康診査 

６～７か月児、９～１０か月児、１歳６か月～２歳未満児を対象に健康診査を実施する。 

 なお、６～７か月児、９～１０か月児健診は都内協力医療機関、１歳６か月～２歳未満児

は区内協力医療機関に委託して実施する。 

【実績】   

年 度 開催回数 参加者数 

令和４年度 ４回 ７８４人 

令和５年度 ４回 ７７３人 

令和６年度 ４回 １，０６７人 

【支払い実績】 

年 度 延べ件数 

令和４年度 ３６，２１２件 

令和５年度 ３５，１８６件 

令和６年度 ３５，４１５件 

【支払い実績】 

年 度 妊産婦・件数 乳幼児・件数 

令和４年度 ２６件 １１件 

令和５年度 １６件 ９件 

令和６年度 １８件 ７件 

【補助金対象実績】 

年 度 件 数 

令和４年度 １，９８２件 

令和５年度 １，９８８件 

令和６年度 １，９７２件 
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② 乳幼児精密健康診査 

      乳幼児健康診査を受けた乳児、１歳６か月児、３歳児を対象に都内協力医療機関におい

て実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 母子健康手帳の交付（予算額１，５４１千円） 
   妊娠届出者に健康づくり課、各保健センター、各特別出張所で母子健康手帳を交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 母子医療給付（予算額１６，３６９千円） 
 

① 養育医療 

入院医療を必要とする未熟児に対して、公費による医療の給付を行う。（認定基準有り） 

 

   

  

 

 

 

 

② 妊娠高血圧症候群等医療費助成 

妊娠高血圧症候群等により入院医療を必要とする妊産婦に対して、公費による医療の給付

を行う。（認定基準有り） 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

【支払い実績】 

年 度 6～7か月児 9～10か月児 
1歳 6か月～ 

2歳未満児 

令和４年度 ２，０４２件 １，９６４件 １，８７９件 

令和５年度 １，９０６件 １，８３１件 １，８０３件 

令和６年度 １，８５７件 １，７３３件 １，７４５件 

【支払い実績】 

年 度 乳 児 １歳６か月児 ３歳児 

令和４年度 ８６件 ０件 １０３件 

令和５年度 １０３件 ０件 ２１１件 

令和６年度 １２４件 ０件 １６４件 

【妊娠届出による交付数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ２, ７３８件 

令和５年度 ２，５２７件 

令和６年度 ２，５８７件 

【医療券交付申請受理数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ５６件 

令和５年度 ４１件 

令和６年度 ５９件 

【医療券交付申請受理数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ０件 

令和５年度 ３件 

令和６年度 ２件 
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  ③  自立支援医療（育成医療） 

     身体に障害のある１８歳未満の児童に対し、自立支援医療機関において、生活能力を得る

ために必要な医療の給付を行う。自己負担 1割。ただし自己負担上限額を超えた場合は公費

負担を行う。（所得制限有り） 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 新生児聴覚検査（予算額６，６６５千円） 
    聴覚障害の早期発見・早期療育を目的としてすべての新生児を対象に新生児聴覚検査受診

票等を交付し、委託医療機関で行う検査に係る費用の一部を公費負担により助成する。 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ゆりかご・しんじゅく（予算額６０，７９３千円） 

    すべての妊婦を対象に、区内保健センター及び健康づくり課で保健師等の専門職が面談を

行い、妊娠・出産・育児に関する相談や情報提供等を行う。支援が必要な妊婦については、関

係機関と連携し、継続的な支援を行う。 

    また、令和 6 年 4 月からは児童福祉部門の子ども家庭支援センターと母子保健部門の健康

づくり課及び 4 所の保健センターとの連携により、区内 5 所で「こども家庭センター」の機

能を担っている。 

「こども家庭センター」では、特に支援が必要な妊産婦や乳幼児、保護者や家庭等を対象と

して家庭の状況に応じたサポートプランを作成し、面接や家庭訪問を通じてプランの内容を

更新しながら支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 産後ケア事業（予算額１０８，６９３千円） 
産婦及びその乳児に対する心身のケア、育児の支援、その他必要な産後ケアを実施する。

令和 3年度よりショートステイ型を開始。令和 5年度よりデイサービス型、アウトリーチ型

を開始。 

 

 

 
                                       

 

 

 

【医療券交付申請受理数】 

年 度 件 数 

令和４年度 ４件 

令和５年度 ２件 

令和６年度 ２件 

【支払い実績】 

年 度 延べ件数（里帰り出産含まず） 

令和４年度 １，６３７件 

令和５年度 １，５６４件 

令和６年度 １，５９６件 

【妊婦との面接数】 

年 度 件数 

令和４年度 ２，７９４件 

令和５年度 ２，６５３件 

令和６年度 ２，６７９件 

【支払い実績】  

年 度 ショートステイ型 デイサービス型 アウトリーチ型 

令和４年度 １４２件（２施設） - - 

令和５年度 ２３０件（３施設） ６２件（２施設） ９８件 

令和６年度 ４３５件（５施設） ９５件（３施設） １２２件 
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(9)  妊婦のための支援給付（予算額４３６，０７０千円） 
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、妊婦等包括相談事業等の支援と効果的に組

み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施する。妊娠届出と看護職等

との面接を行った妊婦およびすくすく赤ちゃん訪問等で実施する看護職等との面接を行っ

た産婦に、妊婦支援給付金を支給する。令和 7年度より事業開始。令和 6年度までは出産・

子育て応援ギフトとして支給。 

 

 

 

 

 

 

(10) バースデーサポート事業（予算額１７５，４５０千円） 
新宿区の母子保健事業と関わる機会が少ない１歳６か月から２歳児を育てる家庭に対し、

子育て支援に関する情報提供を行うとともに、当該家庭に対する相談支援を強化するため、

１歳６か月児健診を受診しアンケートに回答した家庭にバースデーサポートギフトを交付

する。 

 

 

 

 

 

(11) 多胎児家庭への移動支援事業（予算額１，９７３千円） 
    多胎児がいる世帯を対象に、乳幼児健診・予防接種・育児相談・交流会等の母子保健事業

を利用する際の移動に係る経費を補助することで、多胎児家庭に対する移動支援及び経済的

支援を行う。令和６年度より事業開始。 

 

 

 

 

 

３ 歯科保健  
 

(1) かかりつけ歯科医機能の推進（予算額６，４９８千円） 

 
① かかりつけ歯科医の紹介と歯科医療連携の推進 

歯科診療所と専門歯科医療機関との連携システムを構築し、地域歯科医療の基盤整備を図

る。 
 

 

 

 

 

 

 

②  講演会 

区民が安心して歯科医療に受診できるよう、かかりつけ歯科医機能を広く周知するため、区

民を対象とした講演会を実施する。 

 

【ギフト配布数】   

年 度 出産応援ギフト 子育て応援ギフト  

令和５年度 ６，００２件 ３，９１１件 ※令和４年度分を含む。 

令和６年度 ２，５７３件 ２，１１８件  

【ギフト配布数】   

年 度 第１子 第２子 第３子以降 

令和５年度 ８７１件 ５０１件 ９４件 

令和６年度 １，０７３件 ６０５件 １４６件 

【支払い実績】 

年 度 件数 

令和６年度 ９５件 

【協力歯科医療機関登録数】 

年 度 登録件数 

令和４年度 １９６件 

令和５年度 １７７件 

令和６年度 １７７件 
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(2) 歯科保健推進協議会の運営（予算額４３１千円） 
   歯科保健事業の充実及びこれらの施策の総合的かつ効果的な実施を期するために歯科保健

推進協議会を設置し、歯科保健事業の円滑な運営を図る。 

   歯科保健推進協議会にはかかりつけ歯科医機能の推進部会、乳幼児から始める歯と口の健康

づくり部会を設置する。 

   ■歯科保健推進協議会            委員数  9人  開催予定 2回 

   ■かかりつけ歯科医機能の推進部会     委員数  9人  開催予定 1回 

   ■乳幼児から始める歯と口の健康づくり部会 委員数 12人   開催予定 1回 

 

(3) 乳幼児から始める歯と口の健康づくり（予算額３１，４７５千円）  

    子どもと子育て中の保護者の歯科保健を支える環境を整備することにより、子どもが健や

かに育ち、保護者が安心して子育てできるよう支援する。また、低年齢の時期からかかりつ

け歯科医を持つことで、歯の健康づくりに取り組むための習慣づくりを支援する。 

 

  ① 歯と口の健康チェックとフッ化物塗布  

 低年齢の時期からかかりつけ歯科医を持つことを目的に、年度末年齢 3歳から 7歳の区民を

対象に、年 2回、無料で歯と口の健康チェック（健診）とフッ化物塗布を歯科医療機関に委託

して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ② デンタルサポーターの養成  

   子どもと子育て中の保護者の歯と口の健康を支えるために、歯科保健を通じて子育てを支援

するデンタルサポーターを育成する。 
    

   ア 歯科医療機関従事者向け（歯科医師・歯科衛生士等）参加者数 

 

 

 

 

 

    

 

イ 子育て支援専門職向け（保育士・保育園従事看護師・幼稚園教諭等） 

 

 

 

 

      

 

【実績】 

年 度 開催回数 参加者数 

令和４年度 １回 ８人 

令和５年度 １回 １６人 

令和６年度 １回 ２２人 

【実績】 

年 度 実人数 件 数 

令和４年度 ３，９３６人 延べ６，０３４件 

令和５年度 ３，４６３人 延べ５，２９７件 

令和６年度 ２，９８１人 延べ３，６２５件 

年 度 参加者数 

令和４年度 ２２９人 

令和５年度 １６１人 

令和６年度 ２１９人 

年 度 参加者数 

令和４年度 １７５人 

令和５年度 １７６人 

令和６年度 １３２人 

※動画配信による実施 

※動画配信による実施 

（令和 6 年 12 月末現在） 
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③ 地域活動歯科衛生士の組織化と活動支援  

地域における歯科衛生士の資格を活かしたボランティア活動を希望する方を対象に研修を

行い、地域活動歯科衛生士として組織化し、活動の場につなげる。なお、令和６年度より保育

園・幼稚園・子ども園による歯科健康教育は保健センター事業として実施。 

 

    【活動実績】 

 

 

 

 

      

 

 (4) 妊婦歯科健康診査（予算額４，３２０千円） 
   歯科医療機関に委託し、妊娠中の区民（出産 1年未満の産婦も含む）を対象に、歯科健康診

査を実施している。 

 

 

 

 

 
 

 

 

４ 栄養指導・食育の推進  

 
(1) 特定給食施設指導（予算額４１７千円） 

   特定給食施設等について、健康増進法に基づく給食の開始・廃止等の届出の受理、栄養管理

基準に基づいた適正な給食運営のための指導及び助言を行っている。 

また、特定給食施設管理者や施設の栄養士、またはそれに代わる者を対象に、給食施設の運

営上必要な知識の啓発や技術の向上及び情報提供等を目的として特定給食施設管理講習会を

開催している。 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 食品表示基準、誇大表示の禁止の相談・指導（予算額６２千円） 
食品業者等に対して食品表示基準（保健事項）及び健康増進法第６５条に基づく虚偽誇大広

告に関する表示について相談・助言を行っている。また、違反があるか判定するため、必要に

応じて栄養成分検査を行っている。区民に対しては、栄養成分表示を活用した食生活改善の普

及を図っている。 

年 度 件 数 

令和４年度 ０件 

令和５年度 ６５件 

令和６年度 ７４件 

【実績】 

年 度 件 数 

令和４年度 ９３７件 

令和５年度 ７９１件 

令和６年度 ４００件 

【管理講習会】 

年 度 実施回数 参加者数  

令和４年度 ２回 ３６５人  

令和５年度 ２回 ２５５人  

令和６年度 ２回 ３１２人  

【個別の施設指導】 

年 度 件 数 

令和４年度 １３４件 

令和５年度 １８６件 

令和６年度 １４２件 

（令和 6 年 9 月末現在） 

※健康教育実施園数２園（常勤歯科衛生士により実施） 

※健康教育実施園数７６園 
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 (3) 食育の推進（予算額２，４１０千円） 

   食を大切にする心を育み、食に対する理解を深めるために中学生を対象とした「メニューコ

ンクール」を開催する。 

また、食育ボランティアを育成し、保育園・幼稚園・児童館・シニア活動館・地域イベント

など様々な地域活動の場で食育推進活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 
※食育の推進にあたり、令和６年度から保健センターと予算を分配し、実施。 

 

５ たばこ対策  
 

 (1) 喫煙による健康被害の防止（予算額９２８千円） 
喫煙による健康への影響の周知として、母子健康手帳の交付時に喫煙防止を呼び掛ける啓発

グッズを配布するほか、乳幼児健診時に喫煙防止チラシを配布する。また、希望する区立学校

で喫煙防止教室を開催し、喫煙による健康影響を周知する。 

このほか、禁煙支援として、禁煙を希望する人に対する区ホームページによる情報提供など

を行う。 

【実績】  

年 度 
喫煙防止教室 

開催回数 
参加者数 

令和４年度 ５回 ３８８人 

令和５年度 ６回 ４６１人 

令和６年度 ６回 ５０６人 

 

 

６ 地域健康づくりの推進  
 

 (1) 健康ポイント事業（予算額２５，２８０千円） 
「歩くこと」を基本として、区民の様々な健康行動に対してポイントを付与しインセンティ

ブを提供することで、健康無関心層を含めた多くの区民が、日常生活の中で楽しみながら健康

づくりを継続するきっかけをつくる。 

【実績】  

年 度 参加者数 延べ参加者数 

令和４年度 ４，１２３人 ９，６６４人 

令和５年度 ３，８４９人 １３，５１３人 

令和６年度 ４，０２２人 １７，５３５人 

【相談件数】 

年 度 件 数 栄養成分分析 

令和４年度 ５７件 １件 

令和５年度 ３９件 - 

令和６年度 ３４件 - 

【実績】 

年 度 
メニューコンクー

ル参加者数 

食育ボランティア活動 

食育ボランティア 

登録者数 

食育ボランティア

活動延べ人数 

令和４年度 ７３３人 ８３人 １６人 

令和５年度 ７８６人 ９０人 ３２人 

令和６年度 ８００人 ９９人 １０人 
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(2) 健康的な食生活の推進（予算額１，８６０千円） 
「食」に関する正しい知識を普及啓発し、区民の野菜摂取量を増やすために１日に必要な野

菜摂取量の認知度向上を図る。また、保育施設・学校・事業所等の給食施設、食品販売店等に

おいて、「しんじゅく野菜の日」を活用して必要な野菜摂取量の周知を行うとともに、野菜が多

く摂れるメニューを提供する場を設けることで、健康的な食生活の推進を図る。 

※妊婦・若年者用野菜シールについては残数があったため、令和６年度は印刷せず。 

 

 (3) ウォーキングの推進（予算額１２，２４４千円） 
   より多くの区民が日常生活の中で習慣的に「歩くこと」ができるように、ウォーキングに取

り組みやすい環境を整備する。 

  ① ウォーキングイベント「しんじゅくシティウォーク」の開催 

    日頃ウォーキングに関心がない区民も健康づくりに関心を持ったり、ウォーキングを始め 

   るきっかけとなるよう、多世代で楽しく参加できるウォーキングイベントを実施する。 

 

    

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度・４年度は中止。 

 

② ウォーキングマスター養成講座の開催 

健康づくりの普及ができる人材育成の第一歩として、歩くことの楽しさを広め地域の健康

づくり活動を支援する「ウォーキングマスター」を養成する講座を開催する。 

 

 

 

 

 

 

  ③ 初心者向けウォーキング教室（いきいきウォーク新宿）の開催 

ウォーキングに関心がある初心者を対象に、ウォーキングの効果や方法などを学んだ後、

区内でウォーキングを行う教室を開催し、運動習慣のきっかけづくりを行う。 

 
 

 

 

 

 

 

【実績】 

年 度 

幼児用 

野菜ぬりえ 

配付数 

施設用 

野菜ポスター

配布枚数 

妊婦・若年者用

野菜シール印刷

数 

一般用 

野菜レシピ 

印刷数 

野菜料理 

講座 

参加者数 

令和４年度 ５７３枚 ２１８枚 ２，３５０枚 ８，０００冊 １，１１８人 

令和５年度 １，４７６枚 １３６枚 １９，０００枚 ８，０００冊 １，９５０人 

令和６年度 ８７０枚 ２６４枚 ０枚 ８，０００冊 ２，７３６人 

【実績】 

年 度 開催回数 コース数 参加者延数 

令和４年度 中止 ‐ ‐ 

令和５年度 1回 
３コース 

（４㎞・８㎞・１２㎞） 

３９３人 

(申込５２３人） 

令和６年度 1回 
３コース 

（５㎞・８㎞・１２㎞） 

４４２人 

(申込５７７人） 

【実績】  

年 度 開催回数 参加者数 参加者延数 修了者 

令和４年度 ７回 １４人 ６９回 １１人 

令和５年度 ７回 １５人 ７８回 １１人 

令和６年度 ７回 １３人 ６６回 １０人 

【実績】    

年 度 開催回数 申込者延数 参加者延数 

令和４年度 ８回 ３５７人 ２８２人 

令和５年度 ８回 ４８８人 ４０６人 

令和６年度 ９回 ４４５人 ３２７人 
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  ④ ウォーキングマップの作成（増刷） 

    誰もがウォーキングに親しめるように、新宿のまちの魅力や健康情報などを盛り込んだ 

   ウォーキングマップを作成する。 

 

 

 

 

 
※1令和５年度は、文化観光産業部の実施する文化観光資源案内サイト「温故知しん！じゅく 

散歩」との連携により１コースを追加した。 

※2令和６年度はより見やすくなるようコースマップを全体に拡大するなどの改訂を行った。 

 

(4) 健康づくりの普及啓発（予算額９８６千円） 
健康無関心層も含めた区民に、遊び心や気軽さなどの切り口から、健康づくりに関心を持

ってもらえるよう、イベントの実施や健康づくりキャラクターを活用した普及啓発媒体の作

成等の事業を、平成２８年度に健康づくりに関する協定を締結した宝塚大学との連携により

実施する。 
 

７ 衛生関係統計調査（統計法に基づき実施する各種の統計調査）  
  

 (1) 国民生活基礎調査（国民健康・栄養調査）（予算額１，５６７千円） 

健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を把握し、国民の

健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るため、全国から 300地区を無作為に抽

出し、地区内の世帯及び当該世帯の 1歳以上の世帯員を対象として年 1回実施している。 

  

年 度 身体状況調査 栄養摂取状況調査 生活習慣調査 

令和４年度 １０人 １５人 １３人 

令和５年度 調査地区非該当 

令和６年度 調査地区非該当 

       

８ 高齢期の健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進  
 

 (1) 「しんじゅく１００トレ」による地域健康づくり・介護予防活動支援事業 
※介護保険特別会計より執行委任 

高齢者が身近な地域で、効果的な住民主体の健康づくり・介護予防活動を実践できるよう、

フレイル予防を含めた区オリジナル筋力トレーニング「しんじゅく１００トレ」の普及啓発を

行うとともに、「しんじゅく１００トレ」に取り組む住民主体の活動を支援する。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実績】 

年 度 作成部数 

令和４年度 ９，０００部 

令和５年度（※1） １０，０００部 

令和６年度（※2） １０，０００部 

【実績】  

年 度 

取り組むグループ数 グループへの支援 

新規立ち上げ 

グループ数 

年度末時点登

録グループ数 
支援回数 参加者延数 

令和４年度 ２２グループ ６２グループ ２００回 １，９６４人 

令和５年度 １７グループ ７８グループ ２１０回 ２，３７５人 

令和６年度 １２グループ ８８グループ ３１９回 ３，９１０人 
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 (2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 
※後期高齢者医療特別会計より執行委任 

 
高齢者の健診・医療情報等に基づき、要介護に移行しやすいハイリスク者を早期に把握し、

訪問指導等個別支援を行う（ハイリスクアプローチ）とともに、地域の様々な場で健康教育や

健康相談等を行う（ポピュレーションアプローチ）など、高齢者がフレイル予防を実践できる

よう医療専門職が総合的な支援を行う。 

 

          

 

 

 

 

年 度 
体力測定会 出張体験講座等での普及啓発 

開催回数 参加者延数 開催回数 参加者延数 

令和４年度 ４回 ５５人 ２５回 ３６８人 

令和５年度 ４回 ８２人 ３４回 ７７３人 

令和６年度 ４回 １２３人 １９回 ５８４人 

【ハイリスクアプローチ】  ※低栄養の改善を中心とした「訪問型個別支援プログラム」 

年 度 個別支援者数 延べ支援回数 

令和５年度 １６０人 ４４１回 

令和６年度 １９３人 ５０７回 

【ポピュレーションアプローチ】 ※通いの場等地域の様々な場での健康教育・健康相談等 

年 度 

実施した通いの場等の数 参加者延数 

 

うち「しんじゅく１

００トレ」に取り組

むグループ 

 

うち「しんじゅく１００

トレ」に取り組むグルー

プへの参加者延数 

令和５年度 ５３グループ - １，６５３人 - 

令和６年度 １３１グループ ８９グループ ６，５３８人  ４，６１７人 

41



  

 

７－３ 医療保険年金課 

 
【組織規則】 

庶務係 
(1) 国民健康保険事業の企画、調査及び統計に関すること。 

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 

(3) 国民健康保険関係団体に関すること。 

(4) 国民健康保険事業及び国民年金事業の普及に関すること。 

(5) 被保険者の健康増進に関すること。 

(6)  国民健康保険特別会計に係る予算及び決算に関すること。 

(7)  電子計算組織による処理事務等の連絡調整に関すること。 

(8)  高齢者医療担当課との調整に関すること。 

(9)  課内他係に属しないこと。 

 

国保資格係 
(1) 被保険者の資格に関すること。 

(2) 保険料の賦課に関すること。 

(3) 保険料の減免に関すること。 

(4) 保険料その他徴収金の収納に関すること。 

(5) 保険料の督促に関すること。 

(6) 保険料過誤納金の還付、充当及び振替に関すること。 

(7) 保険料の口座振替に関すること。 

 

 

国保給付係 
(1) 保険給付に関すること。 

(2) 一部負担金に関すること。 

(3) 高額療養費の資金貸付けに関すること。 

 

   

年金係 

(1) 国民年金の給付に関すること。 

(2) 国民年金の適用に関すること。 

(3) 国民年金保険料の免除等に関すること。 
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１ 国民健康保険の概要  
 

(1) 事業目的  

国民健康保険の健全な運営を通して「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」こと（国民

健康保険法第 1 条）。 

 

(2) 事業内容 

保険料の徴収等によって財源をつくり、それを基に「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡

に関して必要な保険給付を行う」こと（国民健康保険法第 2 条）。 

 

 

２ 被保険者                         （各年度 3月末日現在） 

 

年度 

新  宿  区 国民健康保険加入者 加  入  率 一世帯当 

世帯数 人口 世帯数 被保険者数 世帯数 被保険者数 たり被保険 

（世帯） （人） （世帯） （人） （％） （％） 者数（人） 

4 
31,608 39,829 20,536 21,198 64.97 53.22  

223,897 346,313 70,052 85,200 31.29 24.60 1.22 

5 
35,025 43,691 22,539 22,771 64.35 52.12  

227,830 349,318 71,247 85,162 31.27 24.38 1.20 

6 
38,386 47,526 22,352 24,426 58.23 51.40  

231,643 352,395 72,244 85,265 31.19 24.20 1.18 

＊ 世帯数・人口・被保険者数の上段は外国人を再掲（外国人世帯数は、「外国人のみの世帯」と「日本人と外国人

の複数国籍世帯」の合計） 

 

 

３ 保険料  
保険料は世帯単位で算定され、世帯主を納付義務者として賦課される。 

 

(1) 保険料率等の推移 

区 分 令和 6年度 令和 5年度 令和 4年度 

医療分 

所得割 8.69／100 7.17／100 7.16／100 

均等割 49,100 45,000 42,100 

限度額 650,000 650,000 650,000 

支援金分 

所得割 2.80／100 2.42／100 2.28／100 

均等割 16,500 15,100 13,200 

限度額 240,000 220,000 200,000 

介護分 

所得割 2.16／100 1.75／100 2.04／100 

均等割 16,500 16,200 16,600 

限度額 170,000 170,000 170,000 
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 (2) 保険料の収納状況 

                                  （単位：円） 

 

 令和5年度 令和4年度 令和3年度 

調定額 

(円) 

現年分 10,565,884,702 10,932,722,707 10,352,063,247 

滞繰分 2,917,469,890 2,896,176,433 3,452,993,795 

合  計 13,483,354,592 13,828,899,140 13,805,057,042 

収納額 

(円) 

現年分 8,897,998,263 9,221,334,713 8,750,730,124 

滞繰分 637,249,540 558,016,730 770,770,919 

合   計 9,535,247,803 9,779,351,443 9,521,501,043 

収納率 

(％) 

現年分 84.21 84.35 84.53  

 滞繰分 21.84 19.27 22.32  

合   計 70.72 70.72 68.97  

       ＊ 調定額は、居所不明分調定額を除く。収納額は還付未済額を除く。 

 
 
４ 保険給付状況  

                                    （単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※千円未満切上     

 
５ 新宿区国民健康保険運営協議会 （予算額１，３１４千円） 

新宿区国民健康保険運営協議会は、国民健康保険法第 11 条第 2 項に基づき設置された区長の附

属機関であり、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議する。 

【構 成】(1) 被保険者代表               9名以内 

     (2) 保険医又は保険薬剤師の代表        9名以内 

      (3) 公益代表                 9名以内 

      (4) 被用者保険等保険者代表          3名以内 

年度 総   額 
療養給付費 

（含療養費等） 
高額療養費 

出産育児 

一時金 
葬祭費 

3 21,542,721 18,759,794 2,628,200 132,887 21,840 

4 21,604,340 18,816,924 2,628,052 138,784 20,580 

5 21,448,465 18,616,850 2,668,036 145,449 18,130 
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6 保健事業  

国民健康保険の被保険者を対象に保養施設事業等を実施。 

また、健康づくり課と連携し「歯科健康診査」、「特定健康診査・特定保健指導」及び「糖尿病

性腎症等重症化予防事業」を実施。 

                                         

 

(1) 保養施設利用助成 （予算額１，３５２千円） 

契約した旅行会社（株式会社ＪＴＢ又は近畿日本ツーリスト株式会社）が提携する宿泊施設を利用

する場合、1人 1 泊につき 3 千円を限度に、期間中 1 人 2 泊まで宿泊料の一部を補助する事業を実施

する。 

【実施期間】 6月 1日～9月 30日 

 

(2) 残薬調整バッグ事業 （予算額１，１６４千円 ※国保特別会計分：５５６千円） 

区が作成した残薬整理に使用するバッグを、新宿区役所本庁舎及び新宿区薬剤師会加盟薬局におい

て、効果が見込まれる 65 歳以上の高齢者を主な対象として配付する事業を実施する。薬局での薬剤

師による服薬状況の管理・指導により、適切な服薬ができるよう支援体制を整備する。 

【実施期間】 7月 1日～翌 3月 31日 

【実施対象】 原則 65歳以上の国民健康保険又は後期高齢者医療制度の加入者 

 

(3) 生活習慣病治療中断者への受診勧奨事業 （予算額５，５１１千円） 

健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため、国民健康保険の診療報酬等（レセプト）のデータを

活用して、生活習慣病治療患者のうち治療中断の可能性がある被保険者に対して医療機関への受診勧

奨を行う。 

【実施期間】8 月中旬～10 月末（電話指導の期間） 

【実施対象】生活習慣病治療患者のうち治療中断の可能性がある者 

 

(4) 受診行動適正化指導事業 （予算額４，１８９千円） 

被保険者の受診行動の適正化を図るため、国民健康保険の診療報酬等（レセプト）のデータを活用

して、通知指導や専門職による電話指導を行い、受診行動適正化事業を実施する。 

【実施期間】8 月中旬～10 月末（電話指導の期間） 

【実施対象】複数の医療機関や薬局を利用する多受診者（重複受診・頻回受診・重複服薬） 

多剤・薬剤併用禁忌使用の可能性がある者 
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＜健康づくり課担当の保健事業＞ 

 

(1) 歯科健康診査 （予算額２，７３５千円） 

16 歳から 75 歳までの区民には、若年期からの歯周疾患の早期発見、治療勧奨による歯の喪失を

予防することを目的として歯科健康診査を実施している。 

【実施期間】 6月 1日～12月 28日（休診日を除く） 

【実施場所】 新宿区内の指定歯科医療機関 

【実施対象】 16歳から 75歳までの新宿区民 

 

(2) 特定健康診査・特定保健指導・非肥満保健指導（予算額２０７，４４９千円） 

平成２０年度から国民健康保険の被保険者を対象に特定健康診査・特定保健指導を行っている。 

平成２５年度からは、腹囲、ＢＭＩは特定保健指導の判定値には該当しないが、血圧、脂質、血

糖が判定値に該当する非肥満の者に対し非肥満保健指導を実施している。 

① 特定健康診査 

【対 象】40歳から 74歳までの国民健康保険被保険者 

【委託先】指定医療機関 

【実施期間】6月～翌 3月 

② 特定保健指導 

【対 象】特定健康診査受診者のうち、生活習慣病発症リスクが高い者 

【委託先】指定医療機関、指定事業者 

【初回面接実施期間】9月～翌 7月（ただし初回面接実施後、3か月後の実績評価を別途行う。） 

③ 非肥満保健指導 

【対 象】特定健康診査受診者のうち、特定保健指導対象に該当しないが、生活習慣病発症リスクを

有する者 

【委託先】指定事業者 

【初回面接実施期間】9月～翌 7月（ただし初回面接実施後、3か月後の実績評価を別途行う。） 

 

(3) 糖尿病性腎症等重症化予防事業（予算額４，８８４千円） 

新宿区特定健康診査受診者で糖尿病治療中の患者のうち、重症化するリスクの高い者に対し、医

療機関（かかりつけ医）と連携した保健指導を実施する。 

【実施対象】特定健康診査受診者の結果のうち、糖尿病性腎症が疑われる者 

【対象者数】令和 7年度 20人程度 

【実施期間】6か月間 
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７ 国民年金の概要 
   国民年金制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同

連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 

法定受託事務として、受付業務のみを行う。 
 
８ 基礎年金等 （各年度３月末現在） 
 

(1) 被保険者（第 1号被保険者） 

  令和６年度  令和５年度  令和４年度 

  強制加入 66,585人 64,824人 63,692人 

任意加入 1,125人 1,091人 1,052人 

計 67,710人 65,915人 64,744人 

                

(2) 免除者 

  令和６年度  令和５年度  令和４年度 

法定免除 3,770人 3,829人 3,782人 

産前産後免除 25人 18人 29人 

申請免除 23,549人 23,144人 21,298人 

 全額免除 

3/4免除 

半額免除 

1/4免除 

納付猶予 

学生特例 

15,310人 

497人 

419人 

281人 

1,190人 

5,852人 

14,849人 

527人 

489人 

365人 

1,232人 

5,682人 

13,551人 

370人 

277人 

152人 

1,153人 

5,795人 

 

(3) 受給権者 

 

   令和５年度  令和４年度  令和３年度 

老

齢

給

付 

老齢基礎年金 

老齢年金 

通算老齢年金 

58,243人 

856人 

386人 

58,340人 

925人 

464人 

58,602人 

1,030人 

581人 

計 59,485人 59,729人 60,213人 

遺

族

給

付 

遺族基礎年金 

寡婦年金 

59人 

24人 

59人 

19人 

68人 

18人 

計 83人 78人 86人 

障

害

給

付 

障害基礎年金 

障害年金 

3,066人 

68人 

2,957人 

73人 

2,902人 

82人 

計 3,134人 3,030人 2,984人 

合計 62,702人 62,837人 63,283人 
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９ 年金保険料  
 

 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

保 険 料 １６，９８０円 １６，５２０円 １６,５９０円 

 付加保険料 ４００円 ４００円 ４００円 

 
１０ 老齢福祉年金 （各年度３月末現在） 
 

 令和５年度 令和４年度 令和３年度 

受給権者 ５人 ５人 ５人 

 

１１ 年金額  
 

 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

老齢基礎年金 

 

老齢年金（５年） 

816,000円 

【813,700円】 

420,800円 

795,000円 

【792,600円】 

409,900円 

777,800円 

 

402,200円 

障害基礎年金（１級） 

（障害年金１級） 

1,020,000円 

【1,017,125円】 

993,750円 

【990,750円】 
972,250円 

障害基礎年金（２級） 

（障害年金２級） 

816,000円 

【813,700円】 

795,000円 

【792,600円】 
777,800円 

 

 

遺族基礎年金 

（子１人） 

 

 

1,050,800円 

【1,048,500円】 

 

基本 816,000円 

【813,700円】 

加算 234,800円 

【234,800円】 

1,023,700円 

【1,021,300円】 

 

基本 795,000円 

【792,600円】 

加算 228,700円 

【228,700円】 

1,001,600円 

 

 

基本 777,800円 

 

加算 223,800円 

 

老齢福祉年金 416,900円 406,100円 398,500円 

   ＊ 【 】内は昭和３１年４月１日以前生まれの者の額 

 

１２ 特別障害給付金  
 

 令和６年度 令和５年度 令和４年度 

 １級 664,200円 643,800円 627,600円 

 ２級 531,360円 515,040円 502,080円 
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７－４ 高齢者医療担当課 

 
【組織規則】 

高齢者医療係 

(1) 後期高齢者医療制度に関すること。 

(2) 保険料その他徴収金の収納及び滞納整理に関すること。 

(3) 後期高齢者の支援事業等に関すること。 

(4) 後期高齢者医療特別会計に係る予算及び決算に関すること。 

 

 

１ 高齢者医療 （予算額 後期高齢者医療特別会計    9,069,034千円 

一  般  会  計    3,692,444 千円） 

 

(1) 後期高齢者医療制度に係る運営 

（予算額 後期高齢者医療特別会計   9,069,034千円 

一  般  会  計    3,692,444 千円） 

① 後期高齢者医療制度 

平成 20年 4月から 75歳以上（65～74歳で一定の障害がある者を含む)の方を対象に創設

された後期高齢者医療制度の運営経費に対する予算を措置している。 

被保険者は、保険診療の医療費に対して、所得に応じて 1 割から 3 割の負担で医療の給

付を受けることができる。保険の運営は、東京都内のすべての区市町村が加入する「東京都

後期高齢者医療広域連合」が主体となり、区市町村は資格確認書等の引渡し、保険料の徴収、

各種申請の受付を行う。 

【被保険者と負担区分の推移】 

（各年度 3 月末現在） 

年度 
被保険者数 

（人） 

負担区分（人） 

3 割負担 2 割負担 1 割負担 

令和 4 年度 34,855 7,327 7,000 20,528 

令和 5 年度 35,721 7,327 7,292 21,102 

令和 6 年度 36,326 7,848 7,375 21,103 

       （令和 7年 3月末現在）   

 

② 東京都後期高齢者医療広域連合の保険料率等の推移 

   

 

令和 

2・3 年度 

令和 

4・5 年度 
令和 6 年度 

令和 

7 年度 

均等割額 44,100円 46,400円 47,300円 47,300円 

所得割率 8.72％ 9.49％ 
賦課のもととなる所得金額が 58万円以下 8.78％ 

9.67％ 
賦課のもととなる所得金額が 58万円超   9.67％ 

限度額 64万円 66万円 80万円（73万円※） 80万円 

※次の者が該当。①昭和 24年 3 月 31日以前に生まれた者②障害の認定を受け、被保険者の資格

を有している者  
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③ 入院時負担軽減支援金の支給 

後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、入院時の経済的負担を緩和することを目的に、

区単独事業として支給する。 
【費用助成件数】３，０１７件（令和 5年 3月末現在） 

３，２０９件（令和 6年 3月末現在） 

３，４１５件（令和 7年 3月末現在） 

④ 保健事業 

後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、歯科健康診査、保養施設の開設、高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施事業を行う。 

 

⑤ 葬祭費の支給 

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した際に、葬祭を行った方（喪主）に７万円を支給

する。 

【支給件数】１，８５５件（令和 5年 3月末現在） 

１，６９７件（令和 6年 3月末現在） 

１，８１３件（令和 7年 3月末現在） 
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７－５ 衛  生  課 

 
【組織規則】 
  管理係 

   (1) 狂犬病予防及び動物の愛護、管理等（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

   (2) 課内他係に属しないこと。 

 

  食品保健係 

(1) 食品衛生（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

   (2) 食品衛生の普及啓発（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

   

食品監視第一係 

 (1) 食品衛生（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

  

食品監視第二係 

 (1) 食品衛生（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

   

医薬衛生係 

 (1) 医事、薬事、毒劇物及び家庭用品（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

  (2) 医療安全支援（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

  

環境衛生係 

 (1) 環境衛生（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

  (2) 水道及び飲用水の衛生（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

   (3) 特定建築物の環境衛生（保健所に属するものを除く。）に関すること。 

   (4) 住居の環境相談に関すること。 

   (5) ねずみ及び衛生害虫に関すること。 

   (6) 住宅宿泊事業に関すること。 

 

  検査係 

 (1) 衛生上の試験及び検査（保健所に属するものを除く。）に関すること。 
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【保健所処務規程】 
  管理係 

   (1) 狂犬病予防及び動物の愛護、管理等に関すること。 

   (2) 課内他係に属しないこと。 

 

  食品保健係 

(1) 食品衛生に関すること。 

   (2) 食鳥処理の事業に関すること。 

   (3) 調理師に関すること。 

   (4) 製菓衛生師に関すること。 

   (5) 食品衛生の普及啓発に関すること。 

   

食品監視第一係 

(1) 食品衛生に関すること。 

(2) 食鳥処理の事業に関すること。 

  

食品監視第二係 

(1) 食品衛生に関すること。 

(2) 食鳥処理の事業に関すること。 

   

医薬衛生係 

 (1) 医事及び薬事に関すること。 

  (2) 毒物及び劇物の取締りに関すること。 

  (3) 有害物資を含有する家庭用品の規制に関すること。 

  (4) 医療安全支援に関すること。 

  

環境衛生係 

 (1) 環境衛生に関すること。 

  (2) 環境衛生の普及啓発に関すること。 

   (3) 興行場、旅館、公衆浴場、温泉、墓地等及びクリーニング業並びに理容所及び美容所

に関すること。 

   (4) プールの衛生管理に関すること。 

   (5) 水道及び飲用水の衛生に関すること。 

   (6) 特定建築物の環境衛生に関すること。 

 

  検査係 

 (1) 衛生上の試験及び検査に関すること。 
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１ 食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等  
 

 (1) 衛生監視等・営業許可・収去品検査（予算額１３，３７７千円） 
食品衛生関係法令に基づく申請施設等に対し、立入検査（実査）を通じて基準に適合して

いるか確認を行った上で営業許可等を行う。 

また、新宿区食品衛生監視指導計画に基づき、営業施設の一斉監視を行うほか、必要に応

じて食品の収去検査を行う。 
 

年 度 対象施設数 実査監視指導数 収去検査 

令和 4年度 ２１，１９６施設 ６，１９９件 ８７６件 

令和 5年度 ２２，３５８施設 ７，５３６件 ８２４件 

令和 6年度 ２２，５３５施設 ７，７０４件 ６５８件 

 

 

(2) 食中毒対策（予算額４，３７７千円） 
食中毒の発生時に、原因食品、施設及び患者の調査を行う。また、食中毒の原因施設と断

定された場合や収去検査で違反となった場合は、営業の停止や販売禁止等の行政処分を行う。 
 

年  食中毒発生件数及び患者数 
関連調査 

（件数及び調査人数） 

令和 4年   ７件 ２７人 １２３件 ８６人 

令和 5年   １１件 ３７人 １３３件 １５１人 

令和 6年   ５件 ２９人 １３９件 １１２人 

 

 

(3) 食品衛生実務講習会（予算額２１７千円） 
食品関係営業者の自主的な衛生管理を促進するため、食品衛生責任者等を対象とした講習

会を実施し、食品衛生に関する最新の情報を提供する。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講習会実施回数及び受講者数】 

年 度 実施回数 参加者数 

令和 ４年度 １１回 １，４０３人 

令和 ５年度 ２４回 １，４９８人 

令和 ６年度 ２８回 １，５４１人 
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２ 狂犬病予防対策等 （予算額３,７９５千円） 
 狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録及び狂犬病予防注射業務を行う。 

 なお、区は同法の特例制度に参加しており、マイクロチップ情報の環境省への登録が同法に

基づく犬の登録の申請とみなされ、その犬に装着されているマイクロチップは同法に規定する

鑑札とみなされる。 
 

項目／年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

畜犬新規登録 

１，４２８件
（うち狂犬病予防法

の特例制度による登

録：９４５件） 

１,３６１件
（うち狂犬病予防法

の特例制度による登

録：１,２４２件） 

１,３２３件
（うち狂犬病予防法

の特例制度による登

録：１,２１２件） 

鑑札再交付 １４２件 ９６件 １１８件 

他府県鑑札交換 １９１件 １２８件 １３２件 

狂犬病予防法の 

特例制度による転入 
５１１件 ７１９件 ７９４件 

狂犬病予防注射済票交付数 ６，７５３件 ６,８０６件 ７，１８５件 

 

 

３ 人と動物が共生するまちづくり （予算額１５，３１１千円） 
 適正飼育の推進、地域猫対策、ペット防災対策及び相談支援の実施により、人と動物が共生するま

ちづくりの実現を図る。 

  

(1) 適正飼育の推進 
    動物の適正な飼育管理に関する相談、助言及び動物愛護思想の普及啓発のために、東京都獣医

師会新宿支部会員の協力により、ペットなんでも相談を行っている。 

  

【ペットなんでも相談件数】 

年度 協力動物病院数 相談件数 

令和４年度 １７病院 ３６９件 

令和５年度 １７病院 ３３３件 

令和６年度 １７病院 ２２３件 

 

(2) 地域猫対策 
    飼い主のいない猫を増やさないことを目的に、去勢・不妊手術費用の一部助成を行っている。 

 

【猫の去勢・不妊手術費助成件数】 内訳 

年度 合計 種別 件数 オス メス 

令和４年度 ４０６件 
飼い猫 １５８件 ６８件 ９０件 

飼い主のいない猫 ２４８件 ７８件 １７０件 

令和５年度 ３０１件 
飼い猫 １１８件 ５５件 ６３件 

飼い主のいない猫 １８３件 ６３件 １２０件 

令和６年度 ２３４件 
飼い猫 １４２件 ５７件 ８５件 

飼い主のいない猫 ９２件 ３０件 ６２件 

 

(3) 相談支援体制の整備 
    飼い主の健康上の理由等で継続飼育が困難になった場合や、飼い主のいない猫の問題について、

ボランティア団体と連携し、犬猫の保護も含めた相談支援ができる体制を整備している。 

    保護に要した費用の一部助成をボランティア団体に行うほか、譲渡会の開催などを通じ保護か

ら譲渡までを支援している。（令和５年１１月より事業開始） 
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【相談支援状況】 

年度 相談支援依頼件数 保護譲渡助成件数 

令和５年度 １件 １０件 

令和６年度 ２８件 ９０件 

 

(4) ペット防災 
災害の発生時に、ペットの同行避難や、避難所での適正な飼育管理ができるように、平常時か

ら、飼い主に対してペットの飼育・管理方法を普及啓発する。また、ペットの保護や救護活動が

必要な場合に備え、東京都獣医師会をはじめとする関連団体と連携して円滑な救護活動ができる

よう体制を整備する。 

 

 

４ 環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等  

（予算額３，７２０千円） 
(1) 興行場、旅館、公衆浴場等の許可･届出事務及び監視指導 

(2) 理容所・美容所、クリーニング所等の確認･届出事務及び監視指導 

(3) プールの許可･届出事務及び監視指導 
  

興行場、旅館、公衆浴場、理・美容所、クリーニング所、プール、温泉利用施設等の営業

許可・届出事務及び検査・確認を行う。また、これらの施設の水質・空気環境検査等衛生管

理に関する監視指導を行う。 
 

年 度 対象施設数 許可届出数 実査監視指導数 

令和４年度 １１，８７４施設 ２２４件 １，０８１件 

令和５年度 １１，９２４施設 ２４１件 １，０４４件 

令和６年度 １２，０４３施設 ２４８件 １，０２７件 

 

(4) ビル衛生関係法令に基づく衛生指導等事務 
建築物の衛生的な環境を確保するため、特定建築物の衛生設備及び水質・空気環境検査等の管

理状況について監視指導を行うほか、衛生知識の普及啓発を目的とした講習会を開催する。 

年 度 対象施設数 監視指導数 講習会参加施設数 

令和４年度 ３７８施設 １６件 ― 

令和５年度 ３７４施設 １９件 １２０施設 

令和６年度 ３７４施設 ０件 １０８施設 

※令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により講習会を中止。 

 

５ 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等 （予算額３０，３８２千円） 
住宅宿泊事業法及び区条例に基づく、事業者からの届出受理事務、届出住宅の立入検査及

び事業者への指導監督を行う。さらに、同法及び旅館業法の手続きを行っていない「違法民

泊」への指導・是正を行う。 
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年 度 年度末施設数 監視指導数 

令和４年度 １，４２５件 １，１７３件 

令和５年度 ２，１６６件 ３２３件 

令和６年度 ３，０７０件 ２，９０６件 

 

６ 住まいの環境衛生相談 （予算額１６１千円） 
快適で健康的な住まいに関する相談を受け付けるとともに、相談内容に応じた住まいの環境

診断を実施する。 

年 度 相談件数 住まいの環境診断 

令和４年度 ７件 ４件 

令和５年度 １２件 ５件 

令和６年度 ３件 ０件 

 

 

７ 医療関係法令に基づく医療指導等事務 （予算額４３３千円） 
     診療所、歯科診療所、助産所、歯科技工所、施術所、衛生検査所などの医療関係施設の開設・

変更・廃止等に伴う許可･届出事務及び検査・確認・監視指導を行う。 

     また、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等医療従事者の免許申請及び交付を行う。 

 

年 度 対象施設数 許可届出数 監視指導数 
医療従事者免許取扱件数 

新規申請 書換・再交付等 

令和 4年度 ２，８３３施設 ２３２件 ２５９件 ９６７件 ８４３件 

令和 5年度 ２，８６９施設 ２４５件 ２８２件 ９９０件 １，０５４件 

令和 6年度 ２，８８９施設 ２１３件 ２４２件 ９８５件 １，１１４件 

  ※対象施設数には病院を含む。 

 

 

８ 医療安全相談窓口の運営 （予算額６，２４０千円） 
   医療法に基づく医療安全支援センターの設置に準じて、区内の医療機関に関する情報提供や、

医療に関する苦情・相談に対応するため、専門相談員による電話相談窓口を開設する。 
 

年 度 受付件数 内 訳 

令和 4年度 ３７２件 相談１５０件、苦情２２２件 

令和 5年度 ３２０件 相談１５０件、苦情１７０件 

令和 6年度 ５０７件 相談３９０件、苦情１１７件 
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９ 薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等  

                     （予算額７，３２０千円） 
 

 (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく 

   許可･届出事務及び監視指導 

 (2) 医薬品等の収去品検査 

 (3) 麻薬･向精神薬及び覚せい剤の取締監視等 

 (4) 毒物及び劇物の取締監視等 

 (5) 有害物質を含有する家庭用品の監視指導 
 薬局、医薬品販売業及び毒物劇物販売業など医薬品等を取扱う施設に係る許可・届出事務、

検査・確認・監視指導及び医薬品等の収去検査を行う。 

 また、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき、市販品の試買検査及び

指導を行う。 

 

年 度 対象施設数 
許可登録 

届出数 

実査監視 

指導数 

試験検査状況 

医薬品等収去 家庭用品試買 

令和４年度 ４，５８５施設 ６７５件 １，２９６件 
５件 

（違反なし） 

３９件 

（違反なし） 

令和５年度 ４，８１１施設  ５８５件 １，３１０件 
５件 

（違反なし） 

３９件 

（違反なし） 

令和６年度 ４，８４７施設 ５４９件 １，４６５件 
５件 

（違反なし） 

３９件 

（違反なし） 

 

 

10 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等  

                   （予算額２０，７８０千円） 

 

(1) 食品細菌検査 

食中毒予防のため、食品衛生監視員が収去した食品や区民からの苦情品について検査を行う。 

     

年 度 検体数 

令和４年度 ５９１件 

令和５年度 ５６０件 

令和６年度 ４４１件 

 

 

(2) おしぼり検査 

環境衛生監視員が採取した貸おしぼりの細菌検査等を行う。 
 

年 度 検体数 

令和４年度 ６件 

令和５年度 ６件 

令和６年度 ３件 
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（3） 砂場の寄生虫卵検査 

みどり土木部の依頼により、区立公園の砂場の犬・猫回虫卵検査及び細菌検査を行う。 
 

年 度 検体数 

令和４年度 １０件 

令和５年度 １０件 

令和６年度 １０件 

 

（4） レジオネラ検査 

環境衛生監視員が採取した浴槽水及びプール水等について、レジオネラ検査を行う。（緊急

時のみ実施） 

 

年 度 検体数 

令和４年度 ０件 

令和５年度 ０件 

令和６年度 ０件 

 

 

11 ねずみ族、昆虫等駆除 （予算額３１，０８１千円） 
区民の良好な衛生環境の維持向上を図るため、ねずみ族、昆虫等の駆除相談及び駆除対策を

実施する。 

 

(1) ねずみ族駆除相談 
① 家ねずみの被害対策として、区民からの相談に対応し、必要に応じて殺そ剤・粘着シー

トをサンプルとして配布する。 
 

年 度 相談件数 

令和４年度 ４３９件 

令和５年度 ４９２件 

令和６年度 ５５３件 

 

② 繁華街のねずみ対策として、令和 5年度から 7年度にかけて歌舞伎町、大久保・百人町地区

において、業者委託による調査及び駆除を行う。 

 

(2) カ・ハエ駆除対策 
業者委託による雨水ます等への薬剤散布作業の実施 

 年 度 雨水ます等駆除作業回数 

令和４年度 ４回 

令和５年度 ４回 

令和 6年度 ４回 
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(3) ハチ類及びその他害虫駆除対策 
 業者委託による駆除実施 

年 度 
ハチ類の巣の 

駆除等件数 
内 訳 

令和 4年度 ５５３件 
スズメバチ 117件、アシナガバチ 372件、 

その他のハチ 11件、調査のみ 53件 

令和 5年度 ３５６件 
スズメバチ 87件、アシナガバチ 229件、 

その他のハチ 3件、調査のみ 37件 

令和 6年度 ５２５件 
スズメバチ 137件、アシナガバチ 326件、 

その他のハチ 34件、調査のみ 28件 

 

 

12 水害被災区域の消毒 （予算額１，０９５千円） 
集中豪雨等による浸水被災住宅に対し、衛生上の観点から消毒薬の散布等を実施する。 

     年 度 消毒実施世帯数 

令和 4年度 ― 

令和 5年度 ― 

令和 6年度 １０世帯 

 

 

13 環境衛生講習会 （予算額１０９千円） 
生活衛生関係営業の衛生基準を周知するとともに、衛生知識の普及啓発を図るため、環境衛

生自治指導員講習会を開催する。 

 

年 度 自治指導員数 講習会開催回数 

令和４年度 １５０人 ― 

令和５年度 １５０人 ２回 

令和６年度 １５０人 ２回 

※令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。 

 

14 食品衛生の普及啓発 （予算額１，７２５千円） 

   より安全な食生活を実現するため、消費者に対しタイムリーな情報提供を行うとともに、食

品衛生知識の普及啓発を目的とした講習会の開催、イベントへの参加や食品衛生カレンダー等

の配布を行う。 
  

年 度 講習会回数 講習会受講者数 

令和 ４年度 年 ９回 ７２人 

令和 ５年度 年１０回 ６０人 

令和 ６年度 年 ９回  ４５人 

   

 

15 保健情報システム（対物系）機器賃借料等 （予算額１０，８９４千円） 
保健情報システム（対物系）により畜犬登録・食品衛生・医療施設・薬事衛生・環境衛生・
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試験検査の情報を一元的に管理し、事務事業の効率化を図る。 
 

 

16 受動喫煙防止対策の推進（予算額５４，９５２千円）  
 健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、区民の望まない受動喫煙の防止対策を推

進するため、区民・事業者への制度周知や、受動喫煙防止対策の相談及び法令等違反に対する

行政指導等を行う。また、令和元年度から民間事業者等に対する公衆喫煙所等の整備費助成事

業、令和 7年度から公衆喫煙所維持管理費助成事業を実施している。 

 

年 度 苦情・通報件数 
喫煙可能室設置

施設届出件数 
（新規・変更・廃止） 

公衆喫煙所等整備費助成件数 

公衆喫煙所 喫煙専用室等 

令和 4年度 １１４件 ４９件 ０件 １件 

令和 5年度  ８５件 ６１件 １件 １件 

令和 6年度  ６７件 ４６件 １件 １件 
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７－６ 保 健 予 防 課 
 

【組織規則】 
予防係 

   (1) 感染症予防（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (2) 結核予防（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (3) 予防接種（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (4) 課内他係に属しないこと。 
 

  保健相談係 

   (1) 保健指導（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (2) 精神保健福祉（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (3) 特殊疾病（保健所及び保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

   (4) 原子爆弾被爆者等の援護（保健センターに属するものを除く。）に関すること。 

 

 

 

 

【保健所処務規程】 
  予防係 

   (1) 感染症予防に関すること。 

   (2) 結核予防に関すること。 

   (3) エックス線検査に関すること。 

(4) 予防接種に関すること。 

(5) 医師臨床研修に関すること。 

(6) 課内他係に属しないこと。 

 

  保健相談係 

   (1) 保健指導（診療行為を除く。）に関すること。 

   (2) 保健師、助産師及び看護師の業務に関すること。 

   (3) 医療社会事業に関すること。 

(4) 精神保健福祉に関すること。 

(5) 特殊疾病に関すること。 
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１ 感染症予防 （予算額１２０，５６２千円） 
  

 (1) 感染症患者医療費公費負担（予算額２５，００１千円） 
適正な医療の提供と患者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の公費負担を行う。 
 

年 度 件 数 

令和 4年度 ７３１件 

令和 5年度 ６９５件 

令和 6年度 ６５９件 

         

 (2) 感染症の診査に関する協議会の運営（予算額３，０４０千円） 
保健所長の諮問機関で、感染症患者に係る就業制限・入院勧告・入院延長・医療費公費負担

の可否等について答申する。 
    【委員数】9人  【開催回数】月 2回 

 

 (3) まん延防止対策の推進（予算額１，８８８千円） 
① 二次感染予防等 

感染症発生時に疫学・行動調査や健康診断、保健指導、情報提供を行い、感染症のまん延

防止を図る。 
   

② 感染症発生動向調査 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法）に基づき、患者情

報及び病原体情報を収集・解析し、これらの情報を国や東京都に報告するとともに、病院等

の関係機関へ提供する。 
 

③  普及啓発 

海外から持ち込まれる感染症（腸チフス・細菌性赤痢等）、特に流行が予測される感染症（新

型コロナウイルス、インフルエンザ等）や、動物から人への感染の恐れのある感染症等につ

いて、ホームページやパンフレット・チラシの作成配布などにより予防啓発を行う。 
 

(4) エイズ・性感染症対策の推進（予算額３３，６６３千円） 
①  相談・検査 

後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針に基づき、エイズ及び性感染症に関す

る相談事業（来所・電話）及び検査（年度内 通常検査１９回、イベント検査５回、即日検

査２回）を実施する。 
 

年 度 電話相談 来所相談 検 査 

令和 4年度 ９９人 ３５９人 ３５２人 

令和 5年度 １４０人 ７７２人 ８２８人 

令和 6年度 １２６人 ８３１人 ８７６人 

※令和 4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で検査回数を減らして実施 

    ※令和 6年度より、即日検査(2回)実施(43人) 

 

② 普及啓発 

パンフレット等の配布、アウトリーチ型支援や健康相談により、エイズ及び性感染症に対

する知識の普及啓発を行い、感染の予防及びまん延防止を図る。 

また、希望により学校や講演会等へ講師を派遣し予防啓発を行う。 
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(5) 新型インフルエンザ等対策の推進（予算額６，０１０千円） 
   新型インフルエンザ等対策連絡会等の機会を活用し、新型インフルエンザ等の発生状況に合

わせた具体的な対策を講じるための体制整備や、関係機関との連携強化を図り、地域におけ

る健康危機管理体制を充実させる。また、区内診療所・薬局の診療体制の強化を支援する。   

新型インフルエンザ等対策行動計画や感染症予防計画等の各種計画について、必要に応じ

て改定を行う。 
 

年 度 
新型インフルエンザ等 

対策連絡会 
備 考 

令和 4年度 ０回  うち地域医療体制専門部会０回 

令和 5年度 ３回  うち地域医療体制専門部会１回 

令和 6年度 ３回  うち地域医療体制専門部会１回 

          

(6) 結核指定対象者・受託健診（予算額５９千円） 
指定対象者健診は、結核に感染するおそれ、または感染させるおそれのある業務に従事する

者及び産婦を対象とした健康診断を実施する。受託健診では、定期健康診断の実施義務者及

び生活福祉課からの依頼により保健所が受託して健康診断を実施する。 
 

年 度 
指定対象者健診 

受託健診 
実施件数 精密検査 

令和 4年度 ４７件 ０件 延べ１６３人 

令和 5年度 ３９件 １件 延べ１２１人 

令和 6年度 ３９件 ０件 延べ１３６人 

 

 (7) 結核患者家族・接触者健診（予算額２０，８４０千円） 
    患者発生時調査に基づき、患者家族及び接触者を対象とした健康診断及び保健指導を行う。

関係保健所と連携して、患者の所属する区内事業所・学校・施設等の理解、協力を得て実施

する。 
 

年 度 人 数 

令和 4年度 延べ３３９人 

令和 5年度 延べ４８０人 

令和 6年度 延べ７８１人 

 

 (8) 結核管理健診（予算額１２８千円） 
    結核治療終了後の登録患者を対象に、必要に応じ精密検査（Ｘ線撮影）を行い、病状の把

握を行う。 

 

年 度 人 数 

令和 4年度 延べ８９人 

令和 5年度 延べ５４人 

令和 6年度 延べ６３人 
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 (9) 日本語学校結核健診（予算額１２，４８３千円） 
    区内の日本語学校在学中で、就学期間が 1 年未満の外国出生者を対象とした健康診断を実

施する。 
 

年 度 実施校 一次検診 精密検査 患者発見 

令和 4年度 ２９校 ８，０８０人 ６５人 ８人 

令和 5年度 ３４校 ６，９７４人 ７２人 １５人 

令和 6年度 ３２校 ８，９１５人 ８６人 １３人 

    

(10) だれでも結核健診（ホームレス結核健診）（予算額８４５千円） 
    区内のホームレス等ハイリスクとみなされる者及び健康診断の機会のない者を対象とした

健康診断を実施する。 
 

年 度 受診者数 

令和 4年度  ６０人 

令和 5年度 １１３人 

令和 6年度 １０２人 

 

(11) 結核患者の登録等（予算額１，５１１千円） 
医師からの届出に基づき結核患者を登録し、病状・治療経過等の状態を把握し記録する。 

家族・接触者への感染防止、治療完了への支援、治療終了後の再発防止等のため、訪問・面 

接等による保健指導を行う。 
 

年 度 
登録患者 

(各年 1 月～12 月) 

定期病状調査 
(年度) 

令和 4年度 １５１件 １９５件 

令和 5年度 １１８件 １６７件 

令和 6年度 １２１件 １５９件 

 

(12)  結核患者服薬治療支援（予算額７，９０８千円） 
    結核患者の抗結核薬の服薬を確認し、治療完遂を支援する（DOTS）。 
 

年 度 保健所 DOTS 薬局 DOTS 

令和 4年度 ３２人 ０件 

令和 5年度 ２７人 ０件 

令和 6年度 ２０人 １件 

 

 

(13)  結核療育給付（予算額１２７千円） 
    骨関節結核及びその他の結核にり患している 18歳未満の児童に対し、指定医療機関に入院

させて専門的な医療の給付を行うとともに、この間の療養生活に必要な日用品と学校教育に

必要な学用品の給付を行う。 
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年 度 件 数 

令和 4年度 ０件 

令和 5年度 ０件 

令和 6年度 ０件 

 

 (14)  肝炎ウイルス検査（予算額２６６千円） 
    Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの感染の有無を調べる検査。16歳以上 39 歳以下対象の単独検診。 
    

年 度 件 数 

令和 4年度 ２１件 

令和 5年度 １４件 

令和 6年度 ２０件 

 

(15)  麻しん・風しん抗体検査（予算額６，７９３千円） 
    妊婦のり患や胎児への感染を予防するために、麻しん・風しんの抗体を持っているかどうか

を調べる抗体検査を医療機関で実施する。 
    【対象】19歳以上の妊娠を希望する女性と、その配偶者及びパートナー若しくは同居者（検査

歴・接種歴・既往歴のある者を除く） 

    また、令和元年度から６年度までの間に限り、風しんに係る公的な接種機会がなかった世代の

男性（昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性）を対象とする風しん抗体検査を

行った。 

 

年 度 件 数 備 考 

令和 4年度 ２，３５７件 風しん第５期を含む 

令和 5年度 １，４４０件 風しん第５期を含む 

令和 6年度 １，９２４件 風しん第５期を含む※２月末現在 

 

 

２ 予防接種 （予算額２，１４１，６１９千円）※補正１号含む 
感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため、予防接種法に基づく予防接種を

行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与する。また、区民の健康増進のため、任意予防接種（お

たふくかぜワクチン等）を行う。 
 

年 度 接種件数 

令和 4年度 延べ１３２，９１３件 

令和 5年度 延べ１３６，４２７件 

令和 6年度 延べ１４２，４５６件 

※令和６年度分は２月末現在 

 

⑴  ポリオ（予算額６５千円） 

⑵  二種混合（ジフテリア・破傷風） (予算額７，０７０千円) 

⑶  三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風） (予算額１６千円) 

⑷   四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ） (予算額６，３３３千円) 
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⑸  五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）（予算額１７１，９５４千円） 

⑹  麻しん・風しん (予算額５３，１９８千円)  

⑺  日本脳炎 (予算額６３，０１２千円)  

⑻  小児用肺炎球菌 (予算額１１６，６１１千円)  

⑼  ヒブ (予算額５，５５２千円)  

⑽  水痘 (予算額４２，８２７千円) 

⑾  ＢＣＧ (予算額２６，８５７千円) 

⑿  ヒトパピローマウイルス （予算額２３５，０２１千円） 

⒀  Ｂ型肝炎 （予算額５２，５７３千円） 

⒁  ロタウイルス （予算額７１，８８２千円） 

⒂  インフルエンザ (予算額２８５，４３２千円) 

⒃  高齢者肺炎球菌 (予算額５，９０７千円) 

⒄  新型コロナウイルス （予算額５０３，８０６千円） 

⒅  おたふくかぜ (予算額７，０６４千円)  

⒆  帯状疱疹 (予算額２２０，４６８千円) ※補正１号含む 

⒇  事務費  (予算額２６５，９７１千円) ※補正１号含む 
 

３ 精神保健福祉 （予算額９，６７７千円） 
 

(1) 精神保健相談（予算額１，７８７千円） 
精神障害者への正しい理解の促進、精神疾患に関する知識の普及・啓発を目的とする講演

会やリーフレット等の作成・配布を行う。 
 

【講演会・研修】 

年 度 回 数 参加者数 

令和 4年度 ３回 ３１６人 

令和 5年度 ７回 ７０１人 

令和 6年度 ８回 ８７６人 

※令和 4年度は新型コロナウイルス感染症の影響で動画配信によるオンライン開催とした。（参

加者数は申込者数） 

※令和 5年度及び令和 6年度は、講演内容に合わせ、対面開催または動画配信によるオンライ

ン開催とした。（参加者数は申込者数） 

 

 (2) 精神保健福祉連絡協議会等の運営（予算額５２４千円） 
精神保健福祉連絡協議会において、区における精神保健福祉対策の総合的、効果的かつ円

滑な推進を図ることを目的に協議を行う。 

また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会において、精

神障害者支援の実務担当者により、個別具体的な課題の抽出及び改善策の検討を行う。 

 

年 度 精神保健福祉連絡協議会 

精神障害にも対応した 

地域包括ケアシステムの構築

に係る課題検討会 

令和 4年度 １回  

令和 5年度 ２回  

令和 6年度 ２回 ３回 

※令和 4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で書面開催とした。 
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(3) 働く人のメンタルヘルス（予算額２７８千円） 
職場等の様々な環境においてストレスを感じることが多い働く世代を対象に、講座の開催

やリーフレットの配布等による普及啓発を行い、本人及び家族等の周囲も含め、メンタルヘ

ルスケアに取り組むことができる環境を整備する。 

 

年 度 
働く人のメンタルヘルス

ネットワーク連絡会 

働く世代向け 

ストレスマネジメント講座 

働く世代の 

睡眠と休養 

リーフレット 回 数 参加者数 

令和 4年度 １回    

令和 5年度 ２回    

令和 6年度  ２回 ６６人 ７，０００部 

※働く人のメンタルヘルスネットワーク連絡会は、令和５年度をもって廃止。 

※働く世代向けストレスマネジメント講座は令和６年度から落合保健センターから所管替え。 

※働く世代の睡眠と休養リーフレットは令和６年度より配布開始。 

 

 (4) 未治療者・治療中断者等訪問支援の推進（予算額１，９８０千円） 
    訪問により、未治療・治療中断者等の精神障害者への必要な医療の導入と継続、安定した

地域生活を維持するための支援を行う。 

  保健センターの保健師を中心に、精神科医師、訪問看護師、訪問介護員、相談支援事業所

職員など様々な職種が連携した訪問型の支援を実施する。 

 

年 度 支援実績 

令和 4年度 ３事例 

令和 5年度 ７事例 

令和 6年度 ５事例 

     

(5) 精神障害者退院後支援（予算額５，１０８千円） 
   措置入院者をはじめとする入院中の精神障害者について、退院後に必要な医療、福祉、介護、

就労等の支援を継続的かつ確実に受けられるようにするため、退院後支援計画を作成する。 

 

年 度 

退院後支援 

同意者 

（申込者）数 

退院後支援計画

作成数 
（見直し分を含む） 

令和 4年度 ２３人 ２０件 

令和 5年度 ２０人 １４件 

令和 6年度 ３２人 ３３件 

 

 

４ 難病対策事業 （予算額１，７１０千円） 
 

(1) 難病療養相談等（予算額２４３千円） 
    難病医療費等助成（都制度）の申請や更新等の事務を行う。 
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(2) 在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護（予算額３４３千円） 
     東京都から医療機器（吸入器・吸引器）の貸与を受けている者のうち、申請があった者に

週 1回を原則として看護師を派遣し、療養環境の向上を図る。 
 

年 度 利用者実人数 

令和 4年度 ０人（延べ０回） 

令和 5年度 ０人（延べ０回） 

令和 6年度 ０人（延べ０回） 

 

 (3) 難病対策地域協議会の運営（予算額１４４千円）  
    地域における難病患者への支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等と

の連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制を整備するため、標記協議会を設置する。 
 

年 度 回 数 

令和 4年度 １回 

令和 5年度 １回 

令和 6年度 １回 

※令和 4年度は新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催とした。 

 

 (4) 骨髄移植ドナー等支援事業（予算額９８０千円）  
    骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図るため、骨髄・末梢血幹細胞 

移植の提供を完了した者等に対して助成を行う。 
 

年 度 件数（ドナー） 件数（事業所） 

令和 4年度 ５件 ３件 

令和 5年度 ３件 １件 

令和 6年度 ６件 ２件 

 

 

５ 保健指導  
 

(1) 家庭訪問 

 保健師が住民の療養相談にあたり、必要に応じて家庭を訪問し、保健指導等を行っている。 

 

年 度 件 数 

令和 4年度 延べ４５０人 

令和 5年度 延べ５４５人 

令和 6年度 延べ５２４人 

 

(2) 面接・電話等による保健相談 

  保健師が、所内相談（面接）や電話相談等により、住民からの相談を行っている。 
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年 度 所内相談（面接） 電話相談 その他の相談 

令和 4年度 延べ４７８人 延べ５９，９８１人 延べ３３，１９９人 

令和 5年度 延べ５１４人 延べ４，０２０人 延べ６４５人 

令和 6年度 延べ５５５人 延べ１，５３８人 延べ７６５人 

    

 

６ 新型コロナウイルス感染症対策 （令和５年度事業終了） 
  

 (1) 検査体制の充実 
新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査等が迅速に受検できるよう、新宿区新型コロナウイルス

検査センターを設置・運営するほか、医療機関と連携して検査体制の強化を図った。 

 

年 度 件 数 

令和 4年度 １３１件 

令和 5年度 ０件 

 

 (2) 保健所の機能強化 
新型コロナウイルス感染症に関する区民への相談窓口として、新宿区新型コロナウイルス相談セ

ンターを設置するほか、感染拡大防止のための疫学調査等を機動的かつ柔軟に対応できるよう保

健師等の体制強化を図った。 

 

①新型コロナウイルス電話相談センター及び発熱等電話相談センター相談対応件数 

年 度 件 数 

令和 4年度 １９，８４６件 

令和 5年度 １，５９３件 

 

②区内所在感染者数（疫学調査、SMS対応件数） 

年 度 件 数 

令和 4年度 ５４, ０３５件 

令和 5年度 ３９０件 

    ※令和 4年度は SMS対応を含む。 

 

③初期スクリーニング集団検査 

年 度 件 数 

令和 4年度 ２，４３６件 

令和 5年度 ０件 

     

④夜間医療相談 

年 度 件 数 

令和 4年度 ０件 

令和 5年度 ０件 
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⑤自宅療養者の訪問看護師による健康観察 

年 度 件 数 

令和 4年度 ６５９件 

令和 5年度 ７件 

 

(3) 医療費公費負担 
新型コロナウイルス感染症の適正な医療の提供と患者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の

公費負担を行った。 

 

年 度 件 数 

令和 4年度 ４，４２１件 

令和 5年度 ３４２件 

 

 (4) 移送体制の確保 
入院の勧告を行った新型コロナウイルス感染症患者を適切に医療機関へ移送した。 

年 度 件 数 

令和 4年度 ８９１件 

令和 5年度 ４３件 

         

 (5) 予防接種  
新型コロナウイルスワクチンの接種体制を確保し、区民へのワクチン接種を早期に実施し、新型

コロナウイルス感染症の重症化予防、感染拡大を防止した。 

 

(6) 自宅療養者入院待機施設の管理運営 
新型コロナウイルスの感染状況に応じて、病床がひっ迫した際に、入院待機施設を開設し、投薬

等を行う場所を確保した。 
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７－７ 保健センター（牛込、四谷、東新宿、落合） 
 

 地域の保健衛生の中心機関として､区内を牛込、四谷、東新宿、落合の 4区域に分担し、

区民の健康維持・増進、医療知識の普及・啓発のための各種健康相談や健診を行ってい

る。 

【保健センター処務規程】 
業務係 

   (1) 母子保健に関すること。 

   (2) 健康増進事業に関すること。 

   (3) 健康診査に関すること。 

   (4) 高齢者保健に関すること。 

   (5) 特殊疾病に関すること。 

   (6) 精神保健福祉に関すること。 

   (7) 感染症予防に関すること。 

   (8) 結核予防に関すること。 

   (9) 予防接種に関すること。 

   (10) 栄養に係る指導及び調査に関すること。 

   (11) 歯科に係る保健指導及び予防に関すること。 

   (12) 原子爆弾被爆者等の援護に関すること。 

   (13) センター内他係に属しないこと。 

 

保健サービス係 

 (1) 保健指導(診療行為を除く。)に関すること。 

   (2) 保健師、助産師及び看護師の業務に関すること。 

   (3) 福祉との連携に関すること。 

 

 

１ 母子保健  

  

(1) 新生児訪問指導等（保健師訪問分） 

生後 60日を経過しない乳児、妊娠中及び産後 1年を経過しない妊産婦を対象に訪問指導

を行う。 

 

年 度 新生児訪問指導 未熟児訪問指導 妊婦訪問指導 乳児訪問指導 

令和 4年度 ４０件 １４件 １３９件 １３８件 

令和 5年度 ４４件 ２４件 １７６件 １８０件 

令和 6年度 ３８件 ２０件 １９４件 １７３件 

    

 

(2) 乳幼児健康診査（予算額４２，８８８千円） 

  乳幼児の疾病の予防・早期発見等を目的として、3～4か月児健診・1歳 6か月児健診及び 3

歳児健診を行う。 
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①  ３～４か月児健診（健康診査、保健指導、栄養指導、経過観察健康診査） 

【対象】生後３～４か月児 

年 度 受診者数 

令和 4年度 ２，０８２人 

令和 5年度 １，９５０人 

令和 6年度 １，９４５人 

 

②  １歳６か月児健診（歯科健康診査、保健指導、栄養指導、心理相談） 

【対象】満１歳６か月～２歳未満 

年 度 受診者数 

令和 4年度 １，６８８人 

令和 5年度 １，６１０人 

令和 6年度 １，６１３人 

    

③  ３歳児健診（健康診査、歯科健康診査、保健指導、栄養指導、心理相談） 

  【対象】満３歳～４歳未満 

年 度 受診者数 

令和 4年度 １，９１５人 

令和 5年度 １，８４７人 

令和 6年度 １，７５７人 

 

(3) 産婦健康相談（予算額３，２４３千円） 

 産後 1年以内の産婦を対象に、3～4か月児健診時に健康相談・保健指導・栄養指導・歯科

相談を行う。 

 

年 度 受診者数 

令和 4年度 ２，０５５人 

令和 5年度 １，９２５人 

令和 6年度 １，９２５人 

 

(4) 母子健康手帳の交付 

 妊娠届出者に健康づくり課、各特別出張所、各保健センターで母子健康手帳を交付する。 

 

(5) 母親（両親）学級・育児学級（離乳食講習会）(予算額１１，２９３千円) 

 妊娠、出産、育児についての理解及び知識の習得と仲間づくりを行う。 

①  母親学級２日コース・・・沐浴実習、歯の健康、食事の話、分娩の経過等についての講習 

   母親学級１日コース・・・話題性のあるテーマについて、産科医・小児科医等による講話 
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年 度 回 数 参加者数 

令和 4年度 ３８回 ４９３人 

令和 5年度 ３８回 ５０３人 

令和 6年度 ３８回 ５１５人 

 

② 両親学級・・妊婦と父親になる人を対象に、父親になる人に妊婦体験（妊婦体験ジャケット

の装着）と沐浴実習及び「両親で子育てする心構え」等の講話 

    

年 度 回 数 参加者数 

令和 4年度 ３２回 １，１３８人 

令和 5年度 ３２回 １，３５７人 

令和 6年度 ３２回 １，４１６人 

 

③ 育児学級（離乳食講習会）・・5～6か月児の保護者を対象に、離乳食の進め方の話と調理実

演・試食、乳幼児事故防止についての普及啓発 

    

年 度 回 数 参加者数 

令和 4年度 ４６回 ８１８人 

令和 5年度 ４６回 ８３９人 

令和 6年度 ４６回 ７５０人 

 

   ④ 育児学級（１歳児食事講習会）・・1歳～1歳 6か月児の保護者を対象に、離乳完了時期の食

事やおやつについての講習 

        

年 度 回 数 参加者数 

令和 4年度 ４８回 ８１４人 

令和 5年度 ４８回 ７４６人 

令和 6年度 ４８回 ７４３人 

 

(6) 育児相談・育児グループ支援（予算額２，４０５千円） 

 乳幼児とその保護者を対象に、育児に関する相談・講演会やグループ活動を通じて、子育

ての具体的な知識の普及を図るとともに、子育て中の親同士の交流を支援する。 

 

  【参加者数】 

年 度 育児グループ 育児相談 

令和 4年度 １１４人 １，２５２人 

令和 5年度 ３９３人 １，１７４人 

令和 6年度 ６４８人 １，２６４人 

 

73



 

 

(7) 医療費助成申請受付、保健師による面接相談 

① 養育医療、自立支援医療（育成医療）、妊娠高血圧症候群、小児慢性疾患及び小児精神障

害者入院医療等の申請の受付 

② 保健師による面接相談 

 

(8) 絵本でふれあう子育て支援 ※20年度から事業予算は教育費で計上 

 乳幼児の心健やかな成長を目的に、絵本を介して親子がふれあい楽しく育児ができるよう、

3～4か月児健診時に絵本セットを配付し、読書に親しめる環境づくりを支援する。 

年 度 絵本セット配付数 

令和 4年度 ２，１２０セット 

令和 5年度 １，９７６セット 

令和 6年度 １，９８２セット 

 

(9) 親と子の相談室（予算額１，０１３千円） 

 育児不安の解消及び幼児虐待の未然防止、早期発見を目的として、育児不安やストレスを抱

える保護者に対し、専門家や専門職による相談及びカウンセリングを行う。 

 

年 度 相談者数 

令和 4年度 延べ２２人 

令和 5年度 延べ１３人 

令和 6年度 延べ４０人 

 

(10) 乳幼児事故防止対策（予算額２７７千円） 

    乳幼児の不慮の事故を防ぐため、母子保健事業実施時に事故防止の普及啓発を行う。 

 

①  冊子の配付（３～４か月児健診時） 

年 度 配付数 

令和 4年度 ２，０５７冊 

令和 5年度 １，９３２冊 

令和 6年度 １，９２５冊 

 

② 離乳食講習会での普及啓発 

年 度 参加者数 

令和 4年度 ８１８人 

令和 5年度 ８３９人 

令和 6年度 ７５０人 
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③ はじめて歯科相談での普及啓発 

年 度 参加者数 

令和 4年度 ９５８人 

令和 5年度 ８８７人 

令和 6年度 ８５２人 

  

(11) 子どもすこやか相談（予算額４００千円） 

    多動や自閉傾向など発達上の心配がある乳幼児に対して、専門医による健康相談を実施し、

病気の早期発見や療育の相談を行う。 

 

年 度 受診者数 

令和 4年度 延べ１９人 

令和 5年度 延べ１３人 

令和 6年度 延べ１６人 

 

(12) はじめまして赤ちゃん応援事業（予算額２，１９０千円） 

 妊婦と産後４か月までの母親等を対象に、心理職等による講話、助産師・保健師による相談、

グループで情報交換等を行う。 

 

年 度 参加者数 内 訳 

令和 4年度   ５７５人 妊婦 122人、産婦 451人、父親など 2人 

令和 5年度 ５５４人 妊婦 127人、産婦 425人、父親など 2人 

令和 6年度 ５９７人 妊婦 162人、産婦 427人、父親など 11人 

 

(13) 出産・子育て応援事業（ゆりかご・しんじゅく） 
    すべての妊婦の方を対象に、区内4か所の保健センターと健康づくり課で保健師などの専門

職が面談を行うことで不安を解消し、その後も安心して子育てできるよう切れ目なく支援し

ていく。 

 

 

２ 生活習慣病予防・高齢者保健  

 
(1) 健康教育（予算額２，３９０千円） 

集団健康教育 

対象：区民及びその家族 

 ア 歯科健康教育 

 イ 病態別健康教育 

 ウ がん予防健康教育 

 エ 一般健康教育 
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年 度 回数 
参加者数 

（対面）参加者数 （オンライン）視聴回数 

令和 4年度 ６５回 １，９３５人 ５６１回 

令和 5年度 ９２回 ３，５６６人 ３１８回 

令和 6年度 ９８回 ４，６９８人 ２０９回 

 

(2) 骨粗しょう症予防検診（予算額１９，６４５千円） 

 単独の骨粗しょう症予防検診のほか、1歳 6か月児健診時及び 3歳児健診時に母親を対象に

実施する。 

年 度 受診者数 

令和 4年度 ３，２０３人 

令和 5年度 ３，０７８人 

令和 6年度 ２，９３５人  

 

 (3) 訪問指導（予算額９９６千円） 

   対象：寝たきりや要介護状態になることの予防が必要な方とその家族及び健康管理上、保

健指導等が必要な方 

① 保健師による訪問指導（必要に応じて理学療法士・作業療法士を同行） 

② 訪問栄養指導 

③ 訪問口腔衛生指導 

 

年 度 訪問人数 

令和 4年度 延べ ６９人 

令和 5年度 延べ ７９人 

令和 6年度  延べ ９５人  

 

 

(4) 健康相談（予算額３，０９０千円） 

医師、保健師、栄養士、歯科衛生士等が心身の健康に関する相談に応じるとともに指導及

び助言を行い、必要に応じて血圧等の簡易な検査を行う。 

 

【対象】 

     ① 40歳未満健診受診者で、特定保健指導基準に相当する者 

     ② 40歳未満健診受診者で、相談・指導を希望する者 

     ③ 75歳以上健診受診者で、相談・指導を希望する者 

   ④ 肝炎ウイルス検診陽性反応者に対する療養指導を希望する者 

⑤ その他、相談・指導を希望する者 
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【相談者】 

年 度 相談者数 

令和 4年度 ４，３３３人 

令和 5年度 ４，２３６人 

令和 6年度 ４，１０１人  

 

 

３ 難病療養相談等 （予算額 １，０８２千円） 

 
 (1) 難病講演会 

疾病や障害に対する正しい知識の普及を目的として、専門医による講演会を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 難病療養相談 

専門医・保健師による療養相談、理学療法士による機能訓練を行う。 

年 度 開催回数 相談者数 

令和４年度 ２回 ９人 

令和５年度 ２回 ８人 

令和６年度※ ２回 ７人 

     ※令和６年度内訳：牛込保健センター１回 ３人、落合保健センター１回 ４人 

 

(3) 難病等医療費助成申請受理件数、保健師等による面接相談 

 

年 度 
医療費助成 

申請受理件数 
面接相談件数 

令和４年度  ３，５５５件  ２，４９８件 

令和５年度  ３，５０７件  ２，４３９件 

令和６年度 ３，６７３件 ２，４８８件 

対象疾患 開催回数／年 
参加者数 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

膠原病 １回 ９人 １２人 １２人 

神経難病 １回 ８人 １５人 ３３人 

パーキンソン病 １回 ２５人 ４４人 ３９人 

消化器系 １回 

オンライン開催 

申込者数62人 

視聴回数117回 

１７人 ２７人 

支援者向け １回 

オンライン開催 

申込者数54人 

視聴回数80回 

９人 １８人 
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(4) 難病等患者との家族支援事業 

① パーキンソン体操教室（東新宿保健センター） 

年 度 開催回数 参加者数 

令和４年度 １１回 延べ１５３人 

令和５年度 １１回 延べ１５３人 

令和６年度 １１回 延べ１４８人 

   ※令和５年度までは２部制、令和６年度から１部制で実施 

 

② 難病患者等交流会「しんじゅく難病サロン」（落合保健センター） 

年 度 開催回数 参加者数 

令和４年度 4回 延べ29人  

令和５年度 4回 延べ16人  

令和６年度 4回 延べ20人  

    

 (5) その他 

保健師が医療機器貸与及び緊急一時入院等の相談を行う。 

 

 

４ 精神保健福祉  
   精神障害者の早期治療の促進及び社会復帰並びに地域社会での自立の促進を図るための事

業を行う。 

 

(1) 精神保健相談等（予算額２２，４６６千円） 

 

① 所内相談 

年 度 相談者数 

令和 4年度 延べ１６０人 

令和 5年度 延べ１６１人 

令和 6年度 延べ１４８人 

 

 

② 所外相談（精神科医師を同行しての訪問相談） 

年 度 実施者数 

令和 4年度 延べ３人 

令和 5年度 延べ４人 

令和 6年度 延べ３人 
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(2) 保健師等による訪問指導等 

 

年 度 実施件数 

令和 4年度 延べ２，２２４件 

令和 5年度 延べ２，５２７件 

令和 6年度 延べ２，６４０件 

     

    (3) デイケア事業（予算額７，２５４千円） 

    回復途上にある精神障害者に対して、集団生活指導により、社会生活への適応能力を向上

させ、社会復帰に結び付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自立支援医療（精神通院医療）交付状況 ※東京都への経由事務 

 

年 度 実人数 

令和 4年度 ６，４０１件 

令和 5年度 ６，７４９件 

令和 6年度 ６，５２１件 

 

 

(5) 精神障害者保健福祉手帳交付状況 ※東京都への経由事務 

 

年 度 申請件数 

交付状況  所持者状況 ※ 

交付件数 

等級別内訳 所持者数 

（年度末

現在） 

等級別内訳 

1級 2級 3級 1級 2級 3級 

令和 4年度 2,448件 2,192件 118件 945件 1,129件 4,052件 204件 1,864件 1,984件 

令和 5年度 2,671件 2,478件 107件 1,156件 1,215件 4,421件 211件 1,974件 2,236件 

令和 6年度 2,601件 2,451件 113件 1,046件 1,292件 4,703件 206件 2,093件 2,404件 

※ 年度末時点で、手帳を所持している者の数（有効期限：2年間） 

保健センター名 年度 定員 デイケア開催回数/年 家族会開催回数/年 

牛込保健センター 

4 １５人 ４７回 １回 

5 １５人 ５０回 １回 

6 １５人 ５０回 １回 

四谷保健センター 

4 １５人 ５０回 １回 

5 １５人 ５１回 １回 

6 １５人 ５０回 １回 

東新宿保健センター 

4 １５人 ４７回 ０回 

5 １５人 ５０回 １回 

6 １５人 ５０回 １回 
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５ 栄養指導  
   バランスの取れた食生活を選択することは、自分でできる健康管理法のひとつである。 

   さまざまな年代の区民に対し栄養相談・指導、講習、家庭訪問栄養相談、電話・面接相談を

受け付け、食事に関するアドバイスを実施している。また随時、コンピューターによる食事診

断を実施している。 

 

(1) 各種健康診査時栄養指導（集団・個別） 

 3～4か月児健診、1歳 6か月児及び 3歳児健診等の診断結果に基づく個別指導や集団指導を

実施している。 

 

(2) 各種健康教育時栄養指導 

 母親学級や離乳食講習会等で、その時期に必要な食事の話や料理の作り方を講習している。 

 またメタボリックシンドローム、糖尿病、循環器等の疾病予防講習会等では病気の成り立ち、

経過、予防するための食事、日常生活の送り方など総合的に指導している。 

 

(3) 地域における健康教育 

 町会や地域の団体・児童館・子ども家庭支援センター等に出向き、食生活と健康に関する相

談、講習会を実施している。 

 

(4) 面接・電話による栄養相談 

 さまざまな年代に応じた食事内容や、病気や健康づくりのための食生活、栄養全般に関して、

電話または面談による栄養相談を実施している。 

 

(5) 家庭訪問による栄養相談 

 保健センターに来所することが困難な方等に、必要に応じて訪問による栄養相談を実施して

いる。 

 

 

６ 歯科保健  
一生自分の歯でおいしく安全に食べることを目標として、乳幼児から高齢者まで各年齢層に

応じた歯科衛生事業を実施している。 

 

  (1) 歯科健診および歯科保健指導 

 1歳 6か月児、3歳児の歯科健診を実施している。また、乳児健診、1歳 6か月児及び 3歳

児健診等で個別指導や集団指導を実施している。 

 

(2) 健康教育 

 歯科保健に関する意識・知識の向上と、予防を図ることを目的に、保健センター事業と併せ

た健康教育の実施や、歯周病予防のための講演会・講座等を開催している。 

 

(3) 歯科衛生相談（来所・出張）（予算額１０，０４１千円） 

① 歯科相談 

１歳児を対象に「はじめて歯科相談」、２歳児を対象に「にこにこ歯科相談」の相談日を設

け、歯科医師および歯科衛生士によるむし歯予防や口腔機能に関する相談、歯みがき指導を実
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施している。 

 

年 度 
歯科相談 

（延べ人数） 

令和４年度 １，９５６人 

令和５年度 １，８９５人 

令和６年度 １，８０９人 

 

② 歯科健康教育（出張） 

ア 区内の保育園、子ども園、幼稚園等に在籍する子ども及び保護者への健康教育を、歯科衛生

士養成校との連携および健康づくり課に登録されている地域活動歯科衛生士の協力を得て実

施している。 

 

年 度 参加者数 

令和４年度 ４４人 

令和５年度 １，３６８人 

令和６年度 １，１４３人 

      ※令和 5年度までは健康づくり課にて実施 

      ※歯科衛生士養成校との連携は令和 6年度より開始 

 

イ 区民が利用する区内施設や在住、在勤、在学者のグループの要請を受け、出張による歯科健

康教育を実施している。 

 

年 度 参加者数 

令和４年度 ５９６人 

令和５年度 ９９８人 

令和６年度 １，５９４人 

 

③ 個別相談 

健診や歯科衛生相談以外に、訪問や電話等により区民からの歯科衛生に関する相談に対応し

ている。また、必要に応じ、歯科医師等の関係機関との連絡を行っている。 

    

 

(4) もぐもぐごっくん支援事業（予算額１，００７千円） 

    乳幼児の保護者に対し、口腔機能の専門医による年齢に伴った口腔機能の知識を提供する

講習会を行っている。また、口腔機能に不安のある乳幼児への相談に応じる個別相談日を設

けている。 
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年 度 
参加者数 

お口の機能講習会 個別相談 

令和４年度 １８２人 ９７人 

令和５年度 １５９人 ９１人 

令和６年度 ２７３人 ８６人 

 

 

７ 保健指導  
 

(1) 家庭訪問 

 保健師が地区担当制をとり、受け持ち地区の住民の相談にあたり、必要に応じて家庭を訪問

し、保健指導等を行っている。 

  

年 度 件 数 

令和 4年度 延べ２，８４９人 

令和 5年度 延べ３，４０５人 

令和 6年度 延べ３，５２５人 

 

(2) 面接・電話等による保健相談 

  保健師が、所内相談（面接）や電話相談等により、住民からの相談を行っている。 

 

年 度 所内相談（面接） 電話相談 その他の相談 

令和 4年度 延べ８，５９０人 延べ１７，３７７人 延べ６６３人 

令和 5年度 延べ９，２０３人 延べ１８，１４８人 延べ８２０人 

令和 6年度 延べ９，１２２人 延べ１７，２９１人 延べ８３２人 

 

(3) 健康相談・グループワーク 

 所内及び地域において、医師・栄養士・歯科衛生士などとの協働及び保健師単独で、各種健

康相談や、共通の健康課題を持った小集団のグループワークによる相談を実施している。 

 また、健康相談は、地域団体や施設からの依頼や、保健師の企画などにより、住民の身近な

地域においても「地区における健康相談」として実施している。 

 

 

年 度 実施回数 参加者数 （再掲） 

令和 4年度 １，３２０回 延べ１２，０６９人 
地区における健康相談 

開催：4回、参加：延べ 19人 

令和 5年度 １，３０４回 延べ１１，８２１人 
地区における健康相談 

開催：15回、参加：延べ 217人 

令和 6年度 １，２８０回 延べ１２，７６３人     
地区における健康相談 

開催：22回、参加：延べ 329人 
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(4) 各種健康診査時保健指導 

 各種健（検）診の場面において、来所者に対して保健指導を行っている。 

 

年 度 回 数 人 数 

令和 4年度 ２３８回 ７，２００人 

令和 5年度 ２３８回 ６，８７６人 

令和 6年度 ２３７回 ６，７７７人 

 ＊各種健（検）診：乳児健診、3歳児健診、骨粗しょう症予防検診 

   

(5) 健康教育・地区組織活動 

妊産婦・乳幼児から高齢者までのあらゆる年齢層の人を対象に、健康づくりや病気について

の知識や理解を深め、日常生活の過ごし方や看護方法等について学んでもらうために、健康教

育として講演会や講習会等を実施している。また、町会・老人会等地域団体からの健康問題に

関する健康教育の要請にも保健師が出向き、「地区における健康教育」として実施している。

さらに、「地区組織活動」として子育て支援のための仲間づくりや疾病予防等について互いに

学び合う自主グループ等の地区組織の育成、地区組織リーダーの育成、ボランティア活動の促

進等に関することを行っている。 

  

【健康教育（地区組織活動含む）】 

年 度 実施回数 参加者数 （再掲） 

令和 4年度 １９３回 延べ４，５８８人 
地区における健康教育 

開催：35回、参加：延べ 1,921人 

令和 5年度 １９９回 延べ６，３０１人 
地区における健康教育 

開催：56回、参加：延べ 2,992人 

令和 6年度 ２０１回 延べ６，８８８人    
地区における健康教育 

開催：65回、参加：延べ 3,846人 

  

 

【地区組織活動】 

年 度 実施回数 人 数 

令和 4年度 １８回 延べ２０４人 

令和 5年度 １４回 延べ１８３人 

令和 6年度 １３回 延べ１６８人 

 

 

８ 被爆者援護事業  
   被爆者援護事業の申請受付を行う。 
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９ 女性の健康支援 （予算額２０，２６２千円） 
  女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を過ごせるよう、平成２１年９月から女性の健

康支援事業を開始した。平成２６年２月には四谷保健センター内に女性の健康支援センターを開

設し、ライフステージに応じた健康づくりに関する支援及びがん予防対策の推進等を行っている。 

 

     (1) 女性の健康に関する普及啓発（予算額１３，５５２千円） 

健康に関する正しい知識を啓発し、健康づくりへのきっかけとなるよう、女性の健康支援

センター内の体験・測定・情報コーナーの運営、女性の健康に関するリーフレット等の配布、

女性の健康週間イベントの開催、乳がん月間における普及啓発活動等を実施する。 

 

【主な実績】 

①女性の健康支援センター利用者数 

年 度 利用者数 

令和 4年度 １，０００人 

令和 5年度 １，０７９人 

令和６年度 １，０４７人 

 （女性の健康支援センターは平成 26年 2月 24日開所） 

 

②女性の健康週間イベント来場者数 

年 度 来場者数 

令和 4年度 １１７人 

令和 5年度 ５２５人 

令和 6年度 ５８３人 

 

   (2)  女性の健康教育（予算額２，１３０千円） 

    女性特有の健康課題に対して区民が正しい知識を習得し健康づくりに取り組めるよう、専

門医師等によるセミナーや保健師等による出前講座を実施する。 

 

    【主な実績】    

①女性のための健康セミナー 

年 度 回数 参加者数 

 

令和4年度   ８回 

対面    ３９人 

オンライン申込者数２０７人 

オンライン再生回数２５２回 

 

令和5年度   ８回 

対面    ８６人 

オンライン申込者数２０９人 

オンライン再生回数２２１回 

 

令和6年度   ８回 

対面    １２５人 

オンライン申込者数３０７人 

オンライン再生回数４１６回 

令和 4年度はオンライン（Ｗｅｂ配信）にて６回、対面にて２回開催した。 

令和 5年度からオンライン（Ｗｅｂ配信）にて４回、対面にて４回開催している。 
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②出前講座 

年 度 回数 参加者数 

令和4年度   ３回 ３０人 

令和5年度   ４回 ２３人 

令和6年度   ７回 ６９人 

 

(3)  女性の健康相談（予算額３，０００千円） 

女性の産婦人科医師等による女性の健康専門相談を、産婦人科全般及び更年期専門につい

てはそれぞれ月１回、不妊専門相談及び不妊ピア・カウンセラーによる相談についてはそれ

ぞれ隔月１回実施する。 

また、女性の健康支援センターでは常時保健師・栄養士・歯科衛生士が面接または電話に

て相談に応じ、保健センター４所で行う骨粗しょう症予防検診時にも女性の健康相談を実施

する。 

女性の健康専門相談 

年 度 

産婦人科全般 

（平成 22年 7 月開始） 

（相談者数） 

更年期専門 

（平成 26年 3月開始） 

（相談者数） 

不妊専門 

（令和5年5月開始） 

（相談者数） 

不妊ピア・カウンセラーによる相談 

（令和 5年 11 月開始） 

（相談者数） 

令和 4年度 ２５人 ２１人 ― ― 

令和 5年度 ２３人 ２３人 ９人 ２人 

令和 6年度 ２６人 ２１人 ６人 １人 

     

  (4) 自主活動グループへの支援（予算額１，５８０千円） 

   女性特有の健康課題を持つ人々や女性の健康に関心のある人々の情報交換や仲間づくりの

場を提供し、そのグループの交流活動や地域活動を支援する。 

 

【主な実績】 

①乳がん体験者の会 

年 度 回 数 参加者数 

令和 4年度 ２回   １０人 

令和 5年度 ４回   ５１人 

令和 6年度 ４回   ５４人 

 （平成 26年 1月開始） 

 

②女性の健康づくりサポーターの会 

年 度 登録者数(累計) 

令和 4年度 １９５人 

令和 5年度 ２０６人 

令和 6年度 ２３６人 

       （平成 26年 8月登録開始） 
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１０ 四谷保健センター集会室等の貸出し  
   四谷保健センター5階に、集会室5室、多目的室1室があり、午前9時から午後10時まで、時間

帯を3つに区分し、平成26年2月24日から利用に供している。 

 

   【利用状況】 

年 度 利用率 

令和 4年度 ６４．０％ 

令和 5年度 ７０．６％ 

令和 6年度 ７６．７％ 

 

 

１１ 高齢期の健康づくりと介護予防の推進  
※介護保険特別会計より執行委任 

 （１）フレイル予防講演会、高齢期の健康づくり・介護予防出前講座 

   高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康に暮らし続けられるよう、地域全体で健康づ

くりや介護予防に取り組むことができる仕組みづくりを進め、また地域の中で人とつなが

りながら健康で生きがいのある生活が送れるよう支援することを目的として、講演会、講

話（おたっしゃ健康講話コース）を実施する。 

 

① フレイル予防講演会 

 

  

 

 

 

② 高齢期の健康づくり・介護予防出前講座（おたっしゃ健康講話コース） 

 

 

 

 

 

 

１２ 食育の推進 （予算額６０９千円） 
「新宿区食育推進計画」（令和6年度～令和11年度）に基づき、新宿区民に広く食育を推進する。 

地域に根差した食育を推進していくため、令和6年度より健康づくり課から保健センターに食育

講座および食育セミナーの予算を移行した。 

 

 

【実績】 

年 度 参加者数 

令和 4年度 ５２人  

令和 5年度 ５４人  

令和 6年度 ７２人  

【実績】 

年 度 参加者数 

令和 4年度 １１５人  

令和 5年度 １７２人  

令和 6年度 ２２４人  
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（１）食育講座（予算額３３７千円） 

児童館等の地域の施設において、広く多様な食育の普及につながる講座を実施する。 

 

【主な実績】 

年 度 食育ボランティア活動人数 

令和 4年度 －  

令和 5年度 －  

令和 6年度 ５６人  

 

令和６年度から実施のため、令和４年度および令和５年度の実績なし。 

 

（２）食育セミナー（予算額２７２千円） 

  食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することを目的として、 

幅広い年齢層を対象に実施する。 

【主な実績】 

年 度 実施回数 

令和 4年度 －  

令和 5年度 －  

令和 6年度 １回   

 

令和６年度から実施のため、令和４年度および令和５年度の実績なし。 
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※1　牛込保健センターは、建替えのため仮施設へ移転中
新宿区矢来町６番地　旧都立市ヶ谷商業高等学校

※2　6年4月から大規模修繕工事等のため休館
※3　5年1月から子ども家庭部で使用

３２００－１０２６

３３５１－５１６１

５２７３－３０２４

３９５２－７１６１

３２０２－６２９１

四谷三栄町１０番１６号

元気館　※2 戸山三丁目１８番１号

落合保健センター 下落合四丁目６番７号

健康部四谷三栄町事務所　※3

東新宿保健センター 新宿七丁目２６番４号

四谷三栄町１０番１６号

8

【保健衛生関連施設】　

第２分庁舎

弁天町５０番地

新宿五丁目１８番２１号

新宿五丁目１８番１４号
新宿北西ビル４階、５階

第２分庁舎分館分室

(健康づくり課・保健予防課）

第２分庁舎分館

牛込保健センター　※1

四谷保健センター

健康部施設及び関連施設一覧

(衛生課）
３２０９－１１１１

３２６０－６２３１

３２０９－１１１１

健康部分室（新宿都税事務所に併設）
　※衛生課検査係、健診会場として使用

西新宿七丁目５番８号 ５２７３－３０２４

新宿五丁目１８番２１号 ３２０９－１１１１
(健康政策課・保健予防課）

新
　
宿
　
区
　
保
　
健
　
所

電話番号所在地名　称
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この冊子は、古紙を利用した再生紙を使用しています。 

事務事業概要（新宿区健康部） 
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新宿区健康部健康政策課 
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電話０３（３２０９）１１１１ 


